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 1.は じ め に

   「研 究 白 書 」

 この 『国 立 民 族 学 博 物 館 研 究 報 告 』 の 創 刊 号 に お い て, わ た しは,「 『国立 民 族 学

博 物 館 研 究 報 告 』 の あ り方 につ いて 」 とい う一 文 を 寄稿 し,こ の 刊行 物 の性 格,将 来

の あ るべ き姿,そ れ に 対 す る館 員 の姿 勢 な どに つ い て,日 ごろ のか ん が え を のべ て,

* これは
,1976年10月6日 の研究部会議 においてお こなわれた館長の講話で ある。 ここにその

 全文 を収録 した。 (編集委員会)
** 国立民族学博物 館長
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梅樟  国立民族学博物館における研究のあり方について

館員ならびに関係者諸氏の理解と協力をおねがいした。その後さいわいにして,こ の

『研究報告』刊行の仕事は着実に進行 し,年 間4冊 を発行するという当初の計画どお

りに,こ の年度末には第1巻 第4号 をお くりだせることとなった。その間,号 をおう

にしたがって,ぺ0ジ 数は増加 し,内 容 も充実をみてきたかとおもう。編集技術につ

いても,格 段の進歩をみとめていいであろう。全体として,誕 生後一年間の成育ぶ り

はまずまずのものであったと,わ たし自身は評価 している。編集委員はじめ館員諸君

の努力を多とするとともに,関 係各位の好意ある協力に対 して,ふ か く感謝 したい。

 一方そのあいだに,わ が国立民族学博物館における研究活動それ自体 も,一 段 と前

進 した。研究部の教官も,昭 和50年 度末には専任28名,併 任7名 であったのが,昭 和

51年 度末には専任43名,併 任17名,あ わせて60名 になるはずである。また,機 構の拡

充とともに,制 度的にもい くつかのあたらしいものが発足 した。まず,研 究協力者の

制度ができて,全 国の指導的立場にある研究者の諸氏にそれを委嘱した。各個研究な

らびに共同研究の申請 ・登録がはじまり,共 同研究班が活動を開始 した。それにとも

ない,館 外からそれに参加する共同研究員が発令された。そのほか,国 立民族学博物

館の研究活動をめぐって,さ まざまな新計画が立案され,実 行にうつされたのである。

 将来の研究活動のことをおもえば,い まがたいせつである。 この創業期のうごきの

はげしい時期にこそ,未 来の状況の予見にもとついて,お もいきった布石をうってお

かねばな らないとわたしはかんがえている。ここで,あ たらしい機構のもとにあたら

しい事業にとりかかろうというのに,な にほどの斬新なデザインもなしに,従 来から

の慣習になずんで,と りあえず旧来の大学研究室のあり方を踏襲して事をすまそうと

いうような了見では,わ たしたちは,後 世の後継者たちか らきび しい批判をうけるこ

とになるだろう。組織や制度が完備 し,慣 習が確立 して しまうと,わ ずかな改革でも,

その実施はきわめてむつか しいものになる。創業とは,じ つは,未 来の改革を先どり

することであるとい って もよい。

 そのような判断のもとに,わ たしはいま,わ が国立民族学博物館の研究活動はいか

にあるべきかという問題について,0つ の展望をこころみるべき時期であるとかんが

えた。創設以来の経過をふりかえり,現 状を分析 して問題点をあきらかにし,今 後の

進路をさぐるという仕事を,い まやってお くべきであろうというわけである。それは

いわば,現 段階における 「国立民族学博物館研究白書」の作成 という仕事である。そ

れを,研 究部の教官全員の共同作業でやってみてはどうかとおもって,研 究部会議の

席上で提案 してみたのであるが,全 員の共同作業というよりは,館 長自身の意見を全

面的に展開してくれたほうがいいということであったので,こ こに,わ た しが,こ の
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文章 を 執筆 す る とい う こ とに な った の で あ る。

礎石をすえるとき

 ここにのべることは,わ たしの意見ではあるけれど,そ のうちのかなりの部分,と

くに制度に関係する諸事項は,研 究部会議そのほかの会議においてくりかえし討議さ

れ,合 意をみたところのものである。しかしなが ら,こ こにのべることのすべてが,

そのような手つづきをへて,全 員の合意がえ られたというわけのものではない。その

ことは承知の上で,わ た しはこれを,ま えの 「研究報告のあり方」の前例にならって,

館員諸君に対する講話ないしは訓話という形で発表 したいとおもう。ここにのべるこ

とは,こ の機関の最高責任者であるところの館長の意向として,研 究部の教官および

そのほかの館員諸君によって十分に理解され,尊 重され,実 行されることを,わ たし

は期待しているのである。館員諸君はそのつ もりできいていただきたい。そもそも,

「研究白書」の執筆を,館 長から提案があったにもかかわらず,館 長一人の手にゆだ

ねたということは,館 員諸君 もはじめからその気であったからであろうと,わ たしは

了解 している。

 もとより,こ こにのべることを館員諸君に頭か ら強制的におしつけようというつも

りはない。わた し自身 も,研 究部会議そのほかの会議において,い くつかの討論に参

加 し,教 官諸君の意向はほぼ承知 しているつ もりである。ここにも,そ れといちじる

しく背馳するようなことを主張 しようとはおもっていない。わたしのかんがえは,館

員諸君によって,お そらくは共感をもってむかえいれられるものと信 じている。

 しかしながら,大 学あるいは研究所などにおいて,学 長あるいは所長が,教 官諸氏

に対 してこのような研究のあり方に関す る訓話をこころみるということは,ま ずふつ

うではおこりえないことであろう。学長あるいは所長といえども,通 例はそれぞれの

教官のなかか ら選出されてでてきた人であって,そ の意味ではおたがいに同僚の教官

なのである。専門をことにする,確 立 した研究者どうしでは,た がいにつよい遠慮が

あって,研 究態度などについてとやか くいうわけにはゆかないものである。

 しかし,わ が国立民族学博物館においては事情がまったくちがっている。わたしは,

わが博物館の教官諸君によってえらばれて館長になったのではない。あえていえば,

わた しが諸君をえ らんだのである。教官諸君は,館 長の諮問機関であるところの運営

協議員会議において推薦をうけ,文 部大臣によって任命された人びとであるが,決 断

をくだしたのは館長である。 したがって,教 官諸君がどのような研究活動をすすめる

かという点については,館 長に責任がある。わた しはその責任の自覚において,教 官
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諸君に,わ たしのかんがえをのべておきたいのである。 ことは しば しば,学 問の本質

あるいは研究者の精神の内面の問題にもたちいることになるだろうが,館 員諸君はわ

たしの意図を了解 して,し ばらく耳をか していただきたい。

 とくに,わ が国立民族学博物館には,多 数のわかい教官諸君が在任 している。なか

には,大 学院博士課程終了直後,あ るいは中退で,こ の博物館の教官に採用されて赴

任 してきた人もすくなくない。それぞれの出身大学において も,研 究者としてなお十

分の修練をつむ時間もなかったこととおもわれる。 ここで,こ の博物館で,一 人前の

りっぱな砥究者 としての経験 と実績をつんでもらわねばならないのである。

 また,も うすこし年かさの,学 界においてすでに0個 の研究者 としての地位を確立

している教官諸君 も,こ こに赴任 してきて日もあさい。前任地の機関がそれぞれどの

ような状況にあったのか,わ たしはしらない。しかし,み んな,こ のあたらしく設立

された国立民族学博物館において研究活動の新天地をみいだそうとして,こ こに着任

してこられたという点では,全 員一致しているはずである。ここで,い ままでできな

かった研究を実現 し,さ らにあた らしい研究を展開してもらわねばならないのである。

 これ らの点をかんがえると,い まがほんとうにたいせつなときである。いまこそ,

十分に先をみこして,よ き制度,よ き慣習をうちたてる努力をするべきときであると,

わたしはかんがえているcそ のような判断にもとついて,将 来の研究活動の礎石をす

えるという意味か ら,わ た しはここにこの異例ともいえる 「講話」を発表 しようと決

心するにいたったのである。

π.研 究 機 関

ここは研究所である

 国立民族学博物館における研究活動はいかにあるべきか。いま,そ れについてかん

がえようとしているのであるが,わ た しは,国 立民族学博物館における研究はいかな

る種類のものであるべきかを問題にしているのではない。研究の内容については,こ

の機関が 「博物館」だか らといって,特 別の特徴をそなえていなければならないとは,

わたしはかんがえていないのである。結果として物質文化の研究の数がおおいという

ようなことはおこるか もしれないが,そ うあるべきだと主張する理由は何もない。こ

の機関は,民 族学の研究所であるか ら,民 族学 ・文化人類学にかかわりのある研究で

あれば,そ れでよろしいのである。

 国立民族学博物館は,そ の創設の直前まで,r r国立民族学研究博物館」という仮称
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のもとに,準 備がすすめられてきた。そのことか らもわかるように,こ れは 「研究博

物館」である。すなわち,研 究所であり,か つ博物館なのである。創設のときに,別

の事情から 「研究」の二字をはずす ことになったが,性 格にかわ りはない。法律的に

も,国 立大学共同利用機関であって,高 エネルギー物理学研究所などとならぶ,国 立

の大型研究所群の一つである。 このことが,わ が国立民族学博物館における研究活動

のあり方を方向づける最大の根拠である。すなわち,国 立民族学博物館は一つの研究

所なのである。館員諸君は,も ちろんよくおわかりではあろうが,ま ずそのことをし

っか りと把握 しておいていただきたい。

 わざわざこういうことをいうのは,館 員の大部分が国公私立の大学,と くにその学

部か らうつ ってきた人であって,研 究所に勤務した経験のある人があまりおおくない

か らである。現在わが博物館に勤務する教官諸君も,こ こへ くるまでは,国 立研究所

の教官とはどのようなものなのか,実 感をもってわかっていなかったのではないか。

 わたし自身は,国 立大学の大学院をでて,公 立大学の学部に16年勤務 し,そ のあと

国立大学の附置研究所に10年 ちか くいた。それ らの経験から,お なじく大学教官 とい

っても,学 部と研究所ではかな りのちがいがあることを,体 験的にしっている。大学

附置研究所と,わ れわれの博物館のような国立大学共同利用機関とでは,相 違する点

もす くなくないので,わ た しの経験を一般化することは危険であるが,研 究所勤務の

経験をもたぬ人に対 しては,い くらか参考になりうる点もあろうかとおもい,自 分の

経験を一つのよりどころにしつつ,研 究所における教官のありかたについて,若 干の

私見をのべてみたい。

研 究 第 一

 研究所に勤務する教官の第一の任務は,い うまでもなく研究である。国立民族学博

物館の場合 も例外ではない。国立民族学博物館の教官の仕事のうち,第 一にあげなけ

ればならぬものは研究である。教育その他の仕事もないではないが,そ れは第二,第

三の問題である。教育その他の仕事については,か んがえておかなければならぬこと

がす くなくないが,別 の機会にゆずる。

 いうまで もなく,国 立民族学博物館の教官諸君の俸給はすべて日本国家から支給さ

れている・また,研 究に必要な経費も日本国家が支出する。教官諸君は,学 術研究を

業務 とするところの国家公務員である。この場合,学 術研究を業務 とするものがなぜ

研究職ではなくて教育職なのかという疑問があるかもしれない。それは,日 本の法律

では,学 術研究のことは学校教育法できめ られているからである。学術研究に従事す
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る公務員もまた教育公務員とみなされるのである。国立民族学博物館の教官もまた,

学術研究に従事するところの教育公務員である。

 国立民族学博物館の教官の任務は,ま ず第一に研究である。 このことは,あ る意味

ではたいへんきびしい結果を教官諸君にしいることになるのだが,そ のことを教官諸

君はよ く承知しておいていただきたい。

 なが く大学の学部にいた人は,つ い慣習になずんで,と んでもないおもいちがいを

していることがある。たとえば,休 日である。なんとな く大学には夏やすみがあるも

のという観念があるので,博 物館はいつから夏やすみになるのか,な どといったりす

る。いうまで もないことだが,夏 やすみというのは授業あるいは講義がやすみという

だけのことである。それは,学 生のやすみであって,教 官の休暇ではない。教育公務

員にももちろん休暇をとる権利はみとめられているから,こ の季節にしばらくやすむ

教官はおおいけれど,本 来公務員の勤務する機関に夏やすみなどあるわけがない。

 わたし自身も,こ のことを,大 学の学部か ら附置研究所にうつったときに,は っき

りとおもいしった。学部の教官 も研究所の教官 も,お なじ教育公務員であるか ら,こ

の問題で条件の差があるはずはないのだが,学 部のほうはやはり教育活動の リズムに

あわせて行動する慣習が,す くな くとも文科系の学科ではつよい。 しかし,学 術研究

は授業に リズムをあわせる必要はないのである。研究所に夏季休暇はない。わが国立

民族学博物館において も,夏 やすみはないのである。

 日常の勤務についても,と きどき誤解があるようである。大学の学部,と くに実験

室をもたない文科系の学科の教員のあいだでは,国 公私立をとわず,講 義のある日だ

け出勤すればよいという慣例が,か なりひろくおこなわれているようである。これも

また,教 育活動の リズムにひきず られたものであって,研 究所にはとうてい適用 しが

たい習慣である。 もし研究所の教官がこのような慣例にしたがうならば,研 究所には

いつもだれも出勤 していないということになる。研究所の教官には,は じめから授業

がないからである。

 戦前の私立大学では,教 員の給料はまさに授業に対 して支はらわれたものであって,

授業のない夏のニカ月聞は給料がなかったという。現在で も,な んとな く給料は授業

つまり講義に対 してはらわれているのだという観念が,は らうほうにも,う けとるほ

うにも,あ るのではないか。講義のある日以外には出勤 しないという教員がずいぶん

おおいというが,そ れもこのような観念か らくるのかもしれない。しか し,く りかえ

しいうが,研 究所では授業はない。研究所における第一の業務は研究である。研究業

務をおこなうために,研 究所の教官が毎日出勤するのは当然のことである。
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風 あ た り

 大学の内部にあっても,附 置研究所の教官は,講 義の義務をおうていないので,そ

のすべての時間とエネルギーを研究にささげることができる。このことは,お なじ大

学の学部および教養部の教官がおかれている状況に くらべると,す くなくとも研究 と

いう仕事に関するかぎり,ま ことにめぐまれた条件のもとにあるといわねばなるまい。

研究所の教官は,と きどき学部の教官諸氏か ら,「 結構なご身分で」などという冗談

めかした言葉をきかされるものである。 大学のなかでは,「 学部は労働者,研 究所は

貴族」などという言葉 もささやかれているのである。

 これは一見,研 究所のもつ条件のよさがうらやましがられているようにみえるが,

見方をかえればじつは,研 究所の教官の行動には,学 部教官から不断に批判の眼がそ

そがれているということなのである。少 々の研究業績があがったところで,講 義の義

務がないのだか ら研究がすすむのは当然だ,と いう目でみられるのである。逆に,十

分な研究業績が うまれてこないと,学 部の教官が悪条件を克服 して業績をあげている

のに,研 究所は何を しているのだ,と いうことになる。風あたりは,は なはだつよい

ことを覚悟 しておかねばな らないのである。研究所の教官というものは,よ ほど勉強

をしないと,学 部その他の教官か らの批判にたえることができないのだ。

 この事情は,大 学内の附置研究所と学部 ・教養部との関係においてみられるばかり

ではない。わが国立民族学博物館のような独立の研究機関においても,ま った くおな

じことである。あるいは,風 あた りはいっそうきび しいものと覚悟 しなければなるま

い。風は四方八方から,全 国の大学か らふいて くるか らである。十分な研究施設をあ

たえ られ,講 義の義務 もなく,そ れでいてあまり研究の成果があが らないというので

は,一 体なにをしているのかという批判が,た ちまちでて くる・よほどの勉強が必要

であろう。

 とくに,比 較的わかい教官諸君に要望する。わき目もふらずに勉強せよ。そして全

国の同学の諸氏の要望と期待にこたえよ。研究をすすめるための条件づくりについて

は,館 長以下,関 係職員はできるだけの努力をしよう。いま,こ の状況のなかにあっ

て十分な仕事をしないなら,後 悔がいつまでものこることになるだろう。

皿.評 価 と 競 争

特 権 と 退 廃

くりかえ しいうことだが,国 立民族学博物館は国立大学共同利用機関の一つである。
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それは,ひ ろい意味での国立大学の枠内の機関であり,そ の教官は,や はり国立大学

の教官 とほぼおなじあつかいをうける。このことは,国 立民族学博物館における研究

をささえる基本的条件である。 このことを棚あげにして,こ の機関における研究のあ

り方を論ずることはできない。

 まず,国 立民族学博物館の教官には,研 究の自由がある。現在,各 省庁はそれぞれ

の業務を遂行するために,そ れぞれの所轄研究所をもっている。国立民族学博物館は,

現在の制度では,文 部省所轄の研究所群の一つとしてとりあつかわれているが,そ れ

は,各 省庁附属の研究所とはいちじるしくちがった性質をもっている。それは学術の

研究所であって,そ こには学問研究の自由というものがある。国立民族学博物館の教

官 も,文 部省所轄の学術研究所の0つ として,学 術研究の自由を享受する。国立民族

学博物館の教官は,上 司の命によって研究をおこなうのではない。自分の自由意志に

もとついて,テ ーマをえらび,研 究をすすめるのである。

 それからまた,国 立民族学博物館の教官は,教 育公務員特例法を準用されている。

それは,い ろいろの点で一般公務員とことなるが,た とえば自分の意に反して免職さ

れることはもちろん,転 任させ られることもない。要するに,手 あつい身分保障がお

こなわれているのである。ここでは,だ れか らも強圧を くわえられることなく,自 由

に,の びのびと,学 術研究をおこなうことができる。

 このような制度は,学 問の研究にとって絶対必要な制度である。学問以外の力によ

って研究者たちの任免が左右され,そ の研究内容に制約がくわえられるようなことが

あっては,と うてい学術研究の発展を期待することはできないであろう。

 しか しなが ら,こ のような制度は,一 面ではおそろしいおとし穴をともなっている

ことを承知しておかなければなるまい。つまり,一 たびこの種の機関に職をえたとな

ると,自 分さえその気になれば,も う何 もしないでゆけるような構造になっているの

である。一般の大学なら,す くなくとも講義の義務があるか ら,何 もしないというわ

けにはゆかないが,研 究所は研究だけである。 しか もその研究は,自 分の自由になる。

そして,そ の研究の自由を,研 究しない自由にまで拡大することは容易である。ある

いは,研 究進捗のスピ0ド を極限までスロー ・ダウンすることも自由なのである。そ

れでも職を免ぜ られるおそれはない。

 じっさい,あ る国立大学の附置研究所について,き び しい批判をきいたことがある。

その研究所では,教 官の大多数がそのような無為の状態におちいってしまっていると

いう。その人たちは,定 年退官までの人生をいかに優雅にくらすかということにもっ

ぱ ら関心があり,盆 栽や鉢植にばかり熱心であるというのである。盆栽や鉢植がわる
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いとはいえないであろう。しかし,そ れではやっぱりおかしいのではないか。本務で

あるはずの学閥研究が,い つのまにか盆栽研究にす りかわって しまったというのでは,

批判をうけることになるのも当然であろう。

 こうなればもう,一 種の退廃というべきか。今 日の日本の大学には,退 廃現象 とし

て指摘されるものがす くな くないが,こ れはまさに,学 問の自由と教育公務員の身分

保障という制度上の特権iにささえ られた研究の退廃である。国立の研究機関には,こ

のような退廃がおこる可能性がいつでも潜在的に存在するものと承知しておかねばな

らない。われわれの研究所,す なわち国立民族学博物館だけは,そ のような退廃への

道をあゆましめたくないというのが,わ たしの念願するところなのである。

安定退廃の法則

 こういう退廃はどうしておこるのか。さまざまな原因があろうが,わ たしは,研 究

生活の安定それ自体が,そ のおおきな要因の一つであろうとかんがえている。一般に,

人間は生活水準が一定の段階に達するまではいろいろと要求もし,努力 もするが,要 求

がほぼ充足され,生 活が安定すると,だ いたいにおいて何もしなくなるもののようだ。

衣食たって,退 廃をしるのである。あるいは,安 定によって,退 廃がおこるのである。

 研究生活について も,お なじようなことがおこるのではないか。むか し,終 戦後ま

もないころ,研 究者の生活は困窮 し,研 究施設 も荒廃 したままであった。研究資材は

手にはいらず,研 究費 もほとんどなか った。 しかし,研 究条件が劣悪をきわめていた

にもかかわらず,研 究者たちは意気さかんであったようにわたしは追憶する。戦争に

よって壊滅した日本の学術をよみがえらせるために,研 究者たちは活発にはたらいた。

研究生活をささえるにたるだけの給与を要求 し,研 究費の増額を要求 し,研 究条件の

改善を要求 しつづけると同時に,そ の悪条件のなかで,研 究はつづけられていたので

ある。それか ら二十数年,い まや研究者たちは,人 なみの給与をうけ,生 活は安定 し

た。教官あたり校費,科 学研究費補助金その他の研究費も毎年ふえつづけ,な お不十

分 とはいえ,0応 研究者の意欲をみた しうる水準にまで達 した。研究施設は充実 し,

研究条件はいちじるしく改善された。そして,そ の段階で,研 究者の退廃ははじまっ

たのである。安定が退廃をもたらしたのである。

 一般に,研 究機関というものはあたらしい建物ができたら駄目になるという説があ

る。ひどいポロ家屋のなかで,劣 悪な施設にたえて努力しているあいだが,一 ばん研

究成果があがるというのである。あたらしい建物がりっぱに完成 して,研 究者たちが

応接セ ットつきの,設 備のととのった個室にはいって,悠 然と研究三昧の生活をお く
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れるようになったときから,研 究能力の低下がはじまるというのである。

 われわれの博物館は,現 在建築工事が進行中である。まもなく,り っぱな研究室が

完成して,全 教官はいまの仮研究室か らそちらへ うつることになる。 もし,上 のよう

な退廃法則がわれわれの身の上にも発動 して くるとすれば,わ れわれの研究活動はい

まが絶頂で,こ れからは低下するだろうということになる。そういうことがおこって

は,た いへんである。研究における安定退廃を防止するために,十 分の覚悟 と周到な

る対策が必要であろうとおもわれる。

 研究所というものは,い ろいろつ くって も,な かなか うまくゆかないもののようで

ある。せっかく多額の投資をして りっぱな施設をつ くってみて も,は じめに期待 した

ような成果はなかなかあがらないという。それはしばしば,人 に問題があったとされ

る。具体的にはおそらく適任の人をえなかったということもおおかろうが,一 般的に

は,安 定にこそ退廃の原因があるのではないか。研究機関というものは,そ のことを

よく自覚 したうえで,設 計され運営されねばならない。退廃をふせ ぐ方途は,さ がせ

ばかならずあるはずだと,わ たしはかんがえているのである。

イ ンセ ンテ ィヴが ない

 安定退廃の法則は,ど の組織にも作用するものにちがいない。すべての機関や団体

も,つ ねにその危険をはらんでいるだろう。 しかし,ふ つうの企業などでは,そ の企

業に属する個人に,さ まざまな外的刺激  いわゆるインセンティヴ  がはたらい

て,安 定退廃におちこむことを,あ る程度ふせぎとめているものとおもわれる。たと

えば,努 力と業績への報酬としては,昇 給,地 位の昇進,権 限の拡大などが約束され

ているし,逆 に怠惰と失敗に対 してはそれにつりあうだけの懲罰が用意されているの

である。人間はそういう外的刺激だけでうごくものではないとはいえ,こ れらの装置

が,あ る程度は人間の前進と向上に役だっていることは否定できない。

 そういう職場の人たちにくらべると,わ れわれ研究者 というのは,な んというイン

センティヴのす くない職種だろう。たしかに地位の昇進ということはある。助手が助

教授になり,教 授になる。これだけである。ある0部 の大学では,こ の昇任人事 も,

主として勤務年限に着目しておこなわれるという。助教授を一定年限つとめたら,形

式的業績審査はあるとしても,ほ ぼ年功序列的に教授にするというのである。そして,

ひとたび教授になれば,そ の後は論文を一つもかかなくても,免 職はもとより,降 任

ということもない。給与は,ほ ぼ自動的に上昇 してゆくのであって,こ の場合 も研究

業績の数に比例してあがったりはしない。要するに,努 力して成果をあげてもあげな
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くても,お なじことなのである。つまり,地 位の昇進や給与がインセンティヴとして

有効にはたらいていないのである。

 このような制度的欠陥をおぎなうために,す でにいくつかの工夫がおこなわれてい

る。日本の研究所では,助 手はそのまま同一研究機関内での昇任をみとめず,一 定年

限ののちには他に就職 口をもとめねばならぬという不文律をもっているところがす く

なか らずあるが,そ れなどはその工夫の一例であろう。それによって,無 風地帯にお

ける安定的な垂直上昇は不可能になる。他の有利な職に転出の機会をつかむためには,

業績をつむ努力が必要となるからである。

 アメリカの大学では,通 例,助 教授までは年期契約制で,準 教授以上ではじめて

パーマネン トの席になる。その席をえようとして,は げしい競争がくりひろげられる

という。この場合も,準 教授あるいは教授になって しまえば安定してしまうわけだが,

そのときもそれ以下の不安定組か らのつきあげがはげしくて,と てもなまけてはいら

れないという。非パーマネン トのわれわれがこれだけ研究業績をあげているのに,業

績のあがらぬ人がパーマネン トの席を しめるのはけしか らん,と いう批判がでるので

ある。つまり,こ の場合は,地 位が研究のインセンティヴとして有効にはた らいてい

るのである。

内的情熱と競争

 日本の場合,ア メ リカのようにインセ ンティヴがつよくはたらいていないにもかか

わらず,研 究にうちこんでりっぱな成果をあげている研究者の例はいくらもみること

ができる。それはなぜかといえば,あ たりまえのことだけれど,学 問の研究 というも

のが本来そのような外的なインセンティヴに根ざすものではないからだ。学問という

ものは,研 究者の心の内側から発する情熱に,そ の根本的な原動力をもっているから

である。

 わが国立民族学博物館は,研 究をこそわが天職とかんがえている人たちの集団であ

ると,わ た しは信じている。館員としてここに赴任 してきた教官諸君は,ま さかここ

を,生 活費をかせぎだすためだけの就職口とかんがえてこられたのではあるまい。み

んな,心 の内側にもえさかる研究への情熱を,よ りよき状況において燃焼させるため

に,こ こにあた らしい職場をもとめて赴任 してこられたのであろう。

 しか しなが ら,研 究に対 してつねにフレッシュな情熱をもちつづけるのは,な かな

かむつか しいことである。心の内面の火は,つ ねに自分で意識 してかきたてねば,い

つのまにか炎はおさまり,温 度がさがって しまうものだ。研究という仕事は,研 究者
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の内面における孤独なるたたかいである。 しか も,そ のたたかいが孤独のものである

だけに,と きとしては,孤 独なる戦闘放棄 もまた,き わめておこりやすいのである。

そ して,そ の道はやがて盆栽 ・鉢植の優雅なる生活につらなってゆくのである。

 研究者というものは,こ のような研究意欲の減退の可能性を自分自身のなかにもみ

とめたうえで,つ ねにみずからに鞭 うつ心がまえが必要であろう。同時に,研 究者の

組織としては,個 々の研究者の内面の努力をたすけるために,つ ねに適度のインセン

ティヴがはた らきつづけるように,運 営に心をつかわなければなるまい。

 国立民族学博物館では,現 在のところ,助 手の年限制をとっていない。したがって,

いつまで もいすわるつもりな ら,そ れも可能である。わたしは,国 立民族学博物館に

おける助手というものは,い わば幹部候補生であるとかんがえている。あるいは,兵

隊の位でいえば,任 官 して間もない見習士官である。それは,ア カデミシアンとして

はまさにキャリアのコースにのっているものであって,そ の点からいえば,助 手 とい

う名が実状にそぐわないのである。

 しか しながら,い つまで も候補生であり見習であってはこまる。はや く,ほ んとう

の幹部になって もらわなければならないのである。ざんねんなが ら,わ れわれの職場

では厳重な定員制がしかれているか ら,助 教授の席には限度があり,必 然的に助手間

に競争がおこる。わたしは,そ れでいいとかんがえている。その競争が,研 究活動の

業績による競争であればそれでいいのである。

 助手だけでなく,助 教授だっておなじである。昇任の原理は,年 功序列その他でな

く,研 究活動の業績によるという原則をうちたてればよいのである。昇任人事の場合

にかぎらず,研 究活動における業績がつねに評価されるという風土をつ くりだせばよ

いのである。そういうふんい気を確立す ることは,可 能であるとわたしはかんがえて

いる。アメリカの大学の例のように,教 授といえども,下 からのつきあげを始終気に

しなければならないというのが,む しろのぞましい状態であろう。

 なお,昇 任人事の話のついでに,転 職のことにふれてお く。館員諸君はまだこの博

物館に赴任 してきて日もあさいので,ほ かに転職 しようという気はないであろうが,

原則的にはここを永住の地とかんがえる必要はまったくない。助手諸君だけでなく,

助教授 も,教 授諸氏も,ほ かによりのぞましい職があれば,い くらでも転職 していた

だいて結構である。この博物館をもって,ア カデ ミック ・ライフの終着駅とかんがえ

ることはまったくないのである。さいわい,国 立民族学博物館の教官の地位は,一 般

の国立大学の教官 とおなじにつ くってあるので,大 学への転職にはなんの障害もない。

国立大学共同利用機関の趣旨か らいっても,そ のような,各 大学 との人事交流は,む
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しろお お い に奨 励 さ れ るべ き で あ ろ う。

評価が必要である

 研究という仕事は,内 面的な孤独のたたかいであることはいうまでもない。それは,

他人の評価や批判を超越 した,絶 対的な世界だというかんがえ方 もありうるであろう。

わたしはしか し,現 実の問題としては,研 究に対する評価ということは,つ ねに必要

なことであろうとかんがえている。

 研究者たちは,そ の能力 も一様ではない し,研 究のためにはらう努力もおなじでは

ない。そのような差は正当に評価されるべきであろう。努力 してもしな くても,成 果

があがってもあがらなくて も,な にひとつちがわないとい うのでは,い かなる内面的

情熱も,長 年のうちにはさめて しまうことになる。す ぐれた成果は賞讃され,業 績の

あがらぬ場合 は批判をうける。わたしたちは,そ のような客観的な評価の場をつねに

用意するとともに,各 研究者をその評価の場につれだす ことに努力 しなければならな

いであろう。

 研究者の士気をたかい水準に維持するために絶対必要なことは,研 究業績に対する

批判と評価を,つ ねに組織の内外の両側からうけることであろうとわたしはかんがえ

る。研究者たちはそれを虚心坦懐にうけいれな くてはならない。それによって,研 究

者は自分たち自身の客観的な位置づけをおこなうことができるからである。もし,研

究業績に対する評価を拒否 し,あ るいは回避すると,の こるものは自己評価だけであ

る。自己評価 というものは,こ との性質上,つ ねにあまいものになりがちであろう。

そして,自 分に対する他者からの評価を拒否すれば,必 然的に他者に対する評価もつ

つしまなければならな くなる。こうして,自 己にあまく他にもあまい,い わば集団的

寛容圏が形成されるのである。そこでは,ど んなことでもゆるされるようになる。こ

うなれば,こ の集団の研究的生活力はしだいに衰退の道をたどるほかはないのは当然

であろう。

コ ンパ0ト メ ン タ リズ ム

 今 日の日本の大学が,研 究機関としてさまざまな問題をかかえていることは周知の

事実である。さきにのべたような安定退廃現象によって,そ の学問的活力がいちじる

しく低下 した例 もみられる。その原因の一つは,大 学内部における評価システムの欠

除ということにもとめられるのではないか。外の評価は,学 界その他の存在によって

まだしもおこなわれる。問題は内部の評価である。内部は,そ れぞれ講座制あるいは
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学 科 制 に細 分 され て いて,そ れ ぞ れ 専 門 の 独 自性 が保 障 され,周 囲 の 口 だ しや,批 判

を ゆ る さ な い構 造 に な って い る。 典 型 的 な コ ンパ ー トメ ン タ リズ ム で あ る。

 この コ ンパ ー トメ ンタ リズ ムが 諸 悪 の根 源 で は な いか と,わ た しは み て い る。 コ ン

パ0ト メ ン トの0つ0つ は,ま さ に独 房 で あ る。 独 房 に お け る独 居 は,独 善 につ な が

る。 そ して,そ の 独 善 か ら研究 の退 廃 が は じま る ので あ る。 わ れ わ れ は,つ ね に コ ン

パ0ト メ ン トの 壁 を と りは らい,風 とお しを よ くす る工 夫 をす る必 要 が あ る。 相 互 不

干 渉 主 義 は 学 問 に と って よ ろ し くな い 。相 互 に,だ れ が何 を して い る か を よ く し って,

評 価 を 交 換 しな けれ ば な らな い 。

 国立 民 族 学 博 物 館 の研 究 部 は,国 立 大 学 の 附 置 研 究 所 な ど とお な じ く,い わ ゆ る部

門制 を と って い る。 そ れ は,旧 帝 国大 学 の学 部 にお け る講 座 制 にな らう制 度 で あ る。

各 部 門 は 専 門分 野 の 名称 を もち,教 授,助 教 授,助 手 が配 属 され て い る。 も しわ れ わ

れ が 不 用 意 に この 部 門 制 を大 学 の講 座 制 に な ら って運 営 しよ う とす る な らば,こ れ も

ま た,た ちま ち壁 の あ つ い コ ンパ ー トメ ン トに な って ゆ く可 能 性 もあ る の だ 。

 そ の よ うな 危 険 性 を考 慮 して,国 立 民 族学 博 物 館 で は,そ の創 設 の 当初 か ら,官 制

上 の部 門 別 にか か わ らず,全 研 究 部 門 の 一 体 的 運 営 とい う方式 を と って い るの で あ る。

予 算 も,全 部 一 括 して 執 行 し,部 門 に 配 分 して い な い の は,そ うい う趣 旨か らで あ る。

 い ま ま で は研 究 室 とい って も,事 実 上 は大 部 屋 の 雑 居 み た い な もの で あ った 。 こん

どい よ い よ,あ た ら しい建 物 がで きて,み ん な個 室 に は い る。 そ の とき,ど うい う こ

とが お こ るか,そ れ が 問題 で あ る 。 さ い わ い に して,あ た ら しい建 物 で は,個 室 の ほ

か に 共 同 研 究 室 な どが豊 富 に 用 意 され て い るの で,そ れ らを活 用 して,あ らた な る コ

ンパ ー トメ ン タ リズ ムの発 生 を 防 止 す る よ う,努 力 しな けれ ば な らな い で あ ろ う。

競争原理の導入

 コ ンパ ー トメ ン タ リズ ム に も,効 用 と い え る もの が な い わ けで は な い 。 そ れ は,競

争 の 回避 とい う こ とで あ る。 組 織 を ち い さ な コ ンパ ー トメ ン ト(区 画)に しき って,

そ れ ぞ れ に 部 分 化 さ れ た権 利 を 平等 に わ りあ て る。 そ して,コ ンパ ー トメ ン ト相 互 に

は 千渉 を み とめ な い 。 この 方 法 は,高 密 度 社 会 に お い て激 烈 な競 争 が お こる の を防 止

す る に は,な か な か 巧 妙 な 方 策 で は あ る。 この 秩序 に よ って,す くな く と も表 面 的 に

は,み ん な仲 よ くた の し くや って ゆ くこ とが で き る。

 わ た しは しか し,さ き にの べ た よ うに,こ の よ うな 無 競 争社 会 の 実現 とい う方 策 は,

研 究 組 織 運 営 のプ リン シプ ル と して は,よ くな い とか ん が え て い るの で あ る。 研 究 と

い う仕 事 に は,競 争 が 必 要 な ので あ る。 ア メ リカ の 大 学 で は,個 人 間 の 競 争 が猛 烈 で,
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その弊害もす くな くないといわれている。しかし,日 本の場合は逆に競争がす くなす

ぎるのだ。アメ リカほどまでゆかなくとも,あ る程度の競争原理をアカデ ミズムの世

界に導入することは,研 究活動をつねに活性化するために必要なことではないか。

 全般的にいって,日 本の社会 も,か なり競争のはげしい社会であろうとわたしはか

んがえている。ビジネスの世界では,競 争は当然のことである。企業間の競争があり,

また企業内の個人の競争がある。一般公務員の世界にも,医 者の世界にも,法 律家の

世界にも,芸 術の世界にも,そ れぞれに競争はかならずある。ところが,学 問の世界

では,じ つに巧妙に競争が回避されているのである。どの社会でも,競 争があるから

こそ,み んな競争にかつために腕をみが くのである。仲間どうしの稽古試合 もやり,

他流試合もこころみる。学問の世界では,競 争がないから,他 流試合 もしなくなり,

稽古試合さえもほとんどおこなわれな くなっている。これでどうして腕をみがくこと

ができようか。

 たしかに,競 争があれば,あ る意味での勝者 と敗者ができる。あるいは優者 と劣者

ができる。このような優勝劣敗の原則を研究組織にもちこむことは,一 種の弱肉強食

の修羅場を組織の内部につ くりだすことになり,人 の和をそこねるのではないかとい

う心配 もあるか もしれない。なにごとも,ゆ きすぎては弊害がでる。極端な競争の奨

励はた しかによくないであろう。 しか し,競 争を回避すれば,劣 者はたすかるかもし

れないが,研 究活動の低下の原因になろう。わた しは,国 立民族学博物館を劣弱研究

者救済のための学術的福祉施設にした くないのである。両方の原理のバランスをかん

がえねばなるまい。

 ここにのべていることは,い わば一種の研究 リゴリズムというべき思想であろう。

わが博物館の教官諸君のなかには,従 来の大学の研究室の空気とだいぶんちがうので

戸まどいを感じられる人 もあるか もしれない。わたしは,従 来の日本の大学のもって

いる宿弊にかなり批判的なので,こ のようなややきびしいや りかたをかんがえている

のだが,こ の点についてはおおいに議論をたたかわしてほしいとおもう。

業 績 の 公 示

 わ が 国 立 民族 学 博 物 館 に お いて,わ た しが 教 官 諸 君 に むか って,つ ね に,そ の仕 事

の す べ て を公 開 せ よ とよ び か けて い る こ とは,す で に ご承 知 の とお りで あ る。 その ね

らい とす る と こ ろは も っぱ ら,コ ンパ ー トメ ンタ リズ ム に お ち い って 相 互 の批 判 ・評

価 の 道 を う しな う よ うな こ とに な りた くな い,と い う こ とな の で あ る。

 現 在,わ が 国 立 民 族 学 博 物 館 で お こな わ れ て い る業 績 公 示 の シス テ ム は,3種 類 あ る。
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第一は,研 究業績展示用の書架である。そこには,各 教官の全業績が,着 任以前と以後

とにかかわ らず,可 能なかぎりにおいてあつめられ,展示されている。着任以後は,印

刷物ができあがったときに情報管理施設の文献図書係に一部をわたせば,カ ー ドがつ

くられ,所 定の手つづきによって研究業績展示棚にくわえられる。 この書架に収蔵さ

れている教官の業績はすべて禁帯出であるが,全 業績が展示されているのであるか ら,

だれが,どんな仕事をしてきたか,はいつでも実物を手にとってしらべることができる。

 第二は,近 刊の刊行物案内の掲示である。これも,で きあがった刊行物を文献図書

係にわたせば,定 期的にまとめて紙にかいてはりだされる。最近だれがどんな仕事を

しているか,一 目瞭然である。

 第一と第二は,い ずれも研究業績 とよんでいるが,そ の範囲はもっとも広義に理解

されている。高度の学術的著書はもちろん,雑 誌論文から随筆のたぐいまでふ くんで

いるのである。じっさい,民 族学 ・文化人類学の領域においては,ど こまでが学術的

情報で,ど こか らが非学術的であるのか,一 線を画 しに くい場合がすくなからずある。

また,一 般の雑誌 ・新聞に執筆することは,ア カデ ミック・サービスの一種であり,

わが博物館の教官の活動としてはおおいに奨励されていいことである。アカデ ミズム

をせまく限定することは,む しろさけたほうがいい。

 業績公示 システムの第三は,館 長室の書棚である。ここには,国 立民族学博物館の

準備室の時代か らの,館 員教官諸君の着任以後の著書が展示されている。ここは,著

書(単 行本)だ けで,雑 誌論文そのほかのリプリント類はおかれていない。この棚は,

いわば来客に館員諸君の活躍をしって もらうためのショウ ・ウィンドウかもしれない。

 いずれにせよ,こ れらの業績公示システムによって,全 教官の仕事ぶ りは,い つで

も全員の目にさらされていることになる。 これが,相 互の評価の基礎である。現在の

ところ,業 績を採点して数字であらわす というような粗暴なこころみはあらわれてい

ない。そこまで しな くてもいいのである。全員の前に,不 断にみずか らの努力のあと

をさらけだすこと,こ れがすべての基礎である。公開の拒否は評価の回避 とみなさざ

るをえないであろう。

 この業績公示システムは,あ る意味では,た いへんきびしい慣行か もしれない。国

立民族学博物館は,い わば同業者の集団である。たがいに専門が接近 しているか ら,

相互の批判や評価にはそうとうきびしいものがあると覚悟しなければなるまい。そこ

へ,不 断に身をさらすのである。ここで相互の寛容を期待ずることは,ほ とんど不可

能であろう。

 大学などからの来訪者は,こ の業績公示システムのきび しさにしばしばおどろかれ
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るようである。この種のこころみが,ほ かの大学でもおこなわれた例があるときいて

いる。教室員全体の賛同をえてはじめられたが,な がつづきしなかったという。やは

り,ふ つうの大学では個々の教官にとってきびしすぎる点があるのであろうか。さい

わいにして国立民族学博物館では,創 設以 来の慣例として,す でに完全に定着 してい

るようにみえる。そしてわた し自身の感想をいえば,館 員諸君の出版および執筆活動

の活発さを目のまえにみて,お おいによろこんでいる次第である。

1>.共 同研究 と各個研究

特別研究 と一一般研究

 前章においては,国 立民族学博物館における研究のあり方をめぐって,主 としてそ

の一般的条件について吟味した。つぎに,研 究の具体的なすすめ方についてのべる。

 国立民族学博物館における公式の研究活動としては,将 来はつぎの2種 類のものが

おこなわれることになるであろう。

 1)特 別 研 究

 2)一 般 研 究

である。

 第1の 特別研究 というのは,い わば博物館としての計画研究である。当面する最重

要課題をえらんで,計 画的に研究をすすめようとするもので,昭 和51年 度には,

   ユ. 日本文化の源流に関する調査研究

   2.特 定民族文化の重点的研究

の2項 目について,特 別研究費を要求 したが,こ れはみとめ られなかったので,本 年

度においてはこの特別研究は実施されていない。昭和52年 度概算要求において,前 年

度にひきつづき要求がおこなわれている。 これは,わ が国立民族学博物館としては,

もっともその特色を発揮できる種類の研究であるか ら,ぜ ひとも実現 させたいとねが

っている。

 この特別研究をのぞ くとそのほかのすべての研究が,一 般研究ということになるで

あろう。 これは,特 別研究費以外の財源でまかなわれるもので,特 別研究を国立民族

学博物館における計画研究であるとすれば,一 般研究は,い わば博物館の教官諸君か

らの,い わば 「公募」研究ともいうべき性質のものである。現在のところ,特 別研究

はまだ発足 していないのであるか ら,い ま進行 しつつある研究はすべて一般研究 とい

うことになる。
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共同研究の発足

 国立民族学博物館における研究は,そ のすすめ方によって分類すれば,つ ぎの二つ

になる。

 1)共 同 研 究

 2)各 個 研 究

いずれも,昭 和51年 度か ら正式に発足することとなった。

 国立民族学博物館のおこなう研究調査活動の一つに 「共同研究」があることは,昭

和47年5月30日 に,「民族学研究博物館に関する調査会議」の座長,桑 原武夫氏から,

当時の文部大臣高見三郎氏あてにだされた 「基本構想」のなかに,す でに明示されて

いる。それ以来,国 立民族学博物館においては共同研究をおこなうということを,当

然のこととして,関 係者は了解 してきたのである。

 しか しなが ら,創 設期にあっては教官数 もす くなく,い くつ もの共同研究班を発足

させることは現実的ではなか ったし,制 度的にもいろいろ未検討の問題があったので,

実際には実行にうつされないままできた。それが,昭 和51年 度の予算において,共 同

研究費および共同研究旅費がみとめられたので,本 年度か ら共同研究は本格的に制度

化され,実 行にうつされることになったのである。

 ここにいたるまでは,か なりいろいろの問題があった。館員教官諸君 も,お おくの

人は共同研究に参加 した経験がないために,共 同研究というものの性質について,理

解はかならず しも十分ではなか ったようである。また,共 同研究 という言葉に対 して

いだいているイメ0ジ も,人 によってだいぶん差があることがわか った。 「共同研究

とは,複 数の研究者が,共 通の研究テーマのもとに,協 力 しておこなう研究である」

というぐらいのことは,共 通の理解 としてあるであろうが,そ れが国立民族学博物館

でおこなわれるとすれば,具 体的にはどのようなことになるのか。複数の研究者の範

囲はどうか。共通のテーマとはどういうことか。協力 して研究するというのはどうす

ることか。それぞれについて,た いへん問題があった。

 制度 としても,共 同研究 とはこうあるべきものという統一見解は,文 部省として も

かならず しも確立 していたわけではないようである。共同研究は,国 立民族学博物館

だけにかぎられた問題ではなく,す くなくとも国立大学共同利用機関全体を通 じての

共通の問題なのだが,そ れについての一貫 した見解が樹立されるためには,か なりの

検討期間が必要だったようである。

 実行上の問題についての研究者たちの見解 も,制 度上の問題 としての文部省の見解
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も,共 同研究ということについては,ま だ完全な了解が成立 したとはいいにくい点が

ある。それは,何 年かの試行をかさねて,し だいに形成されてゆくべきものかもしれ

ない。いまはまだ,模 索の時代であろう。

共同研究の制度 と手つづ き

 共同研究のあり方については,館 員教官諸君のあいだで,か な りはげしい討論がた

たかわされた。その結果,国 立民族学博物館における共同研究とは,ほ ぼつぎのよう

なものであることが,共 通の見解 として成立 したものと,わ たしは了解 している。

 まず,共 同研究は,国 立民族学博物館の公式活動である。その研究テーマおよび参

加者の名簿は,館 の公式文書に記載され,た とえば 「国立民族学博物館研究報告』ま

たは 『国立民族学博物館要覧』などの刊行物によって公表される。

 それぞれの共同研究は,共 同研究班によって遂行される。共同研究班の班員の資格

は館員であると否とをとわないが,そ の代表者は,国 立民族学博物館の専任または併

任の教授または助教授でなければな らない。 館外の共同研究班参加者は,「 共同研究

員」の委嘱をうける。それは,さ きに委嘱 した 「研究協力者」とは別個のものである。

 他の国立大学共同利用機関では,共 同研究の公募をおこなっている例があるが,国

立民族学博物館では事情がことなるため,公 募はおこなわない。

 共同研究のために必要な経費,お よび館外の共同研究員の共同研究参加のための旅

費は,原 則 として館から支出される。館は,決 定した共同研究計画にもとついて,あ

らかじめ,共 同研究費および共同研究旅費を予算計上する。

 ただ し,共 同研究の経費の財源 としては,こ れとは別個のものがありうる。その一

例は,文 部省の科学研究費補助金によるものである。すでに本年度において,そ のう

ちの海外学術調査費にもとつ くものが,2件 申請され,採 択された。 「ハルマヘラ島

の民族誌的研究」および 「ペルー国 リマ市天野博物館所蔵品の整理研究」がそれであ

る。いずれも,昭 和51年 度海外学術調査費を うけることが決定 している研究であるが,

館 として も,そ れを館の共同研究 と認定 したものである。

 将来,「 特別研究費」が予算化された場合には,当 然それにもとつ く共同研究班が

結成されることになるだろう。内容的にいえば,上 記の 「ハルマヘラ島の民族誌的研

究」は,さ きにあげた特別研究の予定項 目のなかの 「日本文化の源流に関する調査研

究」の一部を先どりしたものといってもよい。

 そのほか,た とえばいわゆる国内科研費,つ まり文部省科学研究費補助金による総

合研究,一 般研究,あ るいは特定研究の一部などが,館 としての共同研究に認定され
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ることは十分にありうる。 これ らの場合には,も ちろん経費の重複はさけられる。

 現在すでに進行中のものが一つある。そ れは 「日本村落社会における物質文化の比

較研究」をテーマとして,昭 和50年 度,51年 度にわたって,文 部省科学研究費補助金

の交付をうけた。 これには,わ が博物館の研究部教官の全員が参加することになって

いるが,こ れ と,あ たらしく発足 した共同研究班との関係は,ま だ十分に検討されて

いないようにおもわれる。早急に討論をおねがいしたい。

 共同研究班をくんで,あ る特定のテーマについて共同研究をおこなおうとするもの

は,所 定の様式にしたがって,テ ーマ,代 表者,館 内および館外の共同研究者,研 究

目的,方 法,経 費,発 表の方法などについて記入 した共同研究の申請書を,研 究部運

営委員会に提出しなければならない。それ らの申請書は,研 究企画委員会  これに

ついてはのちにのべる  ・に付託され,研 究企画委員会はその内容につき審査 ・助言

をおこなった上で採択する。 もう一つ重要なことは,こ の共同研究計画は,運 営協議

員会議をとおさなければならないことである。 この点は,「 国立民族学博物館組織運

営規則」の第8条 の2に 明記されている。すなわち,

 2.運 営協議員は,共 同研究計画に関する事項その他の博物館の運営に関する重要

  事項で館長が必要 と認めるものについて,館 長の諮問に応 じる。

とある。

 現在登録されている13の共同研究班は,す でにこれらの手つづきをすべて完了 して,

公式に発足 したものである。

参 加 の 義 務

 共同研究は,制 度としては前節にのべたようなものであるが,そ の制度の運営にあ

たっての心がまえのようなことについて,研 究部における討論内容をふりかえりなが

らまとめておきたい。

 共同研究を実施するにあたって一ばんたいせつなことは,わ が国立民族学博物館の

全教官はかな らずどれかの共同研究班に参加する,と いうことであろうとおもわれる。

大学の学部 ・教養部の教官にとっては講義が義務であるように,国 立民族学博物館の

教官にとっては共同研究への参加は義務である,と いうことにしようというのである。

 この,共 同研究への参加を義務づけようというかんがえには,館 員教官諸君のあい

だにも,か なりの抵抗があったようにおもう。その反対論の一つに,つ ぎのような議

論があった。 もし,自 分のや りたい研究テーマにぴったりの共同研究班がないときは,

どうするのか,と いう議論である。そういう場合には,共 同研究班に参加しない自由
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もみとめられるべきではないか,と いうのである。た しかに,そ ういう事態もありう

るようにおもわれる。そういう場合には共同研究に参加 しなくて もいいというのも,

もっともな議論のようにもきこえる。 しか しながら,わ たしはその議論はまちがって

いるとおもう。もうすこしよくかんがえてみなければいけないのではないか。いった

い,自 分のや りたい研究テーマというものは,そ れほど精密に限定されているものだ

ろうか。それ以外の問題には全然興味がもてないという精神構造は,研 究者としてす

こしおか しいのではないか。

 研究者 というものは,く りかえしいうが,独 善におちいることをもっとも警戒 しな

ければならない。自分の研究テーマを意識の中心にすえるのは当然であろうが,た え

ずその周辺の関連ある研究の動向に目をくばり,他 の領域,他 の分野における研究に

まで視野をひろげてゆかねばな らない。そ して,よ り拡大された視野のなかで,自 分

自身の研究をといなおすという努力をつづけてゆかねばならない。単独の,孤 立 した

研究者にとっては,こ れは,は なはだ困難なことである。共同研究に参加することに

よって,こ の困難は一挙に解決できるのである。そもそも,共 同研究 というシステム

は,あ る意味では,研 究者の孤立化とそれにともなう独善化を,集 団的に防止するた

めの装置として,か んがえだされたものであるともいえよう。

 独善か ら脱出し,つ ねに視野の拡大につとめて こそ,学 問の成長があるのである。

参加に値する共同研究班が存在 しないか らというような理由で共同研究への参加を拒

否したりするのは,み ずからせまい独房にとじこもり,自 己の学問の成長の道をとざ

すことになるのである。

部門を こえた共同研究

 共同研究については,い っそう根本にさかのぼって,そ の本質的な意味をもうす こ

し吟味しておかねばならぬ。

 自然科学の分野では,こ との性質上,共 同研究というやりかたは,は やくから発達

している。実験的研究にせよ野外研究にせよ,一 つの課題を解決するためには,一 人

で こつこつやっていたのではどうにもならぬことがす くな くない。その方面では,研

究というものは数人の研究者の共同研究によるというのが,む しろふつうである。そ

れに反 して,人 文科学の分野においては,伝 統的に,研 究 というものは個人が密室に

おいておこなうものというかんがえ方がつよく,共 同して一つの課題の攻略にあたる

という習慣はほとんどなかった。

 入文科学において共同研究を提唱し,ま たそれを強力に推進して,そ の方面におけ
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る一つの範例をうちたてたのは,京 都大学人文科学研究所における桑原武夫教授の功

績であった。桑原教授の 「人文科学における共同研究」という論文は,こ の問題につ

いての出発点 となる古典的労作である。桑原教授は,こ の 「人文科学における共同研

究」の提唱と推進の功績により,昭 和50年 度の朝日賞を受賞された。

 桑原教授らの唱導 と推進によって,そ の後,人 文科学の分野において も共同研究は

おおいにさかんになり,今 日では,各 種の研究費助成などの申請においても,共 同研

究の形式をとることが通例 となった。その意味では,今 日もはや自然科学と人文科学

の両分野においていちじるしい差はなくなっている。

 しか しなが ら,も ともと両分野において共同研究を必要 とした事情は,微 妙なちが

いをもっていたのである。自然科学においては,0つ の課題に対して,ほ ぼ専門をお

な じくする複数の研究者が協力することによって,課 題解決への能力をたかめようと

いうのであった。それに対 して,人 文科学の分野においては,も とよりそのような協

力の効果をみとめなが らも,も う一つには,さ きの桑原教授の論文にもみられるよう

に,む しろ専門を ことにする複数の研究者が意見をたたかわすことによって,一 人一

人の密室における研究成果を飛躍的にうわまわるほどの学問的生産をあげることをね

らいとしたものであった。

 このかんがえ方は,わ が国立民族学博物館における共同研究にも,あ きらかに影響

をおよぼしている。さきにあげた調査会議の報告 「民族学研究博物館の基本構想につ

いて」のなかにも,共 同研究の項には,

 「個別の研究部門を越えた共同研究班により共同研究を実施すること」

としるされているが,単 に複数の研究者 というにとどまらず,個 別の研究部門をこえ

たというところに注意すべきである。

 こんどの共同研究の制度の実施にあたっては,他 の国立大学共同利用機関と歩調を

あわせる必要もあり,と くに個別の研究部門をこえる必要は表だって しるされていな

いが,そ の精神はうけつがれているものとかんがえたい。館内の複数の教官によって

共同研究班がくまれる場合,た とえば,南 アジア部門担当の教授,助 教授,助 手の三

人からなる共同研究班などというのは,共 同研究とはみとめないのである。そういう

研究は,た だの組織のなかでの当然の日常的研究活動であって,と りたてて共同研究

というに値 しない,と いうかんがえ方をとっているのである。もしこういうものを共

同研究 とみとめるならば,共 同研究の制度そのものがコンパー トメンタリズムの強化

に役だつという,は なはだ奇妙な事態をもひきおこしかねないのである。
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リー ダーの役 わ り

 共同研究班の結成および運営の方法についてかんがえよう。

 さきほどものべたように,今 日では,人 文科学の分野においても,「 共同研究」を

称する研究はむしろ普通 となり,文 部省科学研究費補助金をはじめ各種の研究費助成

の申請は,ほ とんどすべて共同研究の形をとっておこなわれているのが通例である。

しかしながら,そ の実状を仔細にみると,か ならず しも共同研究の実があが っていな

い例もす くなからずみられるようである。

 共同研究 と称す るもののなかにも,い ろいろなものがふ くまれている。共同で一つ

のおおきな研究題目をかかげているけれど,そ れはただの形式で,内 容は各研究分担

者の従来の研究を延長したものを束にしただけ,と いうのもす くな くない。それ らを

総合 して,ほ んとうに一つの課題の解決にとりくもうという姿勢が とぼしいのである。

研究実施後の中間報告あるいは研究終了後の報告において も,け っきょくは各研究分

担者がそれぞれ別 々のテーマについて,相 互にあまり関係のない論文をかいているに

すぎず,そ の研究の途中で討論や調整がおこなわれた形跡がほとんどない,と いう例

もある。事実,共 同研究に対する多額の研究費 も,討 論集会などにつかわれるよりも,

多数の研究分担者に少額ずつ分割配給されて しまうということもあるようである。

 こういうことでは,共 同研究といっても,そ れは一種の擬装であって,事 実上は個

人研究の無機的な集合体にすぎないといえよう。 これでは,ち かごろ共同研究の例が

ひじょうにふえているからといって,共 同研究の実があが っているとは,か な らず し

もいえないのではないか。 もっとも,こ のような擬装共同研究であっても,あ る種の

研究成果はあがるものであるから,わ たしはこういうのもまったく無駄とはおもって

いない。ただ,わ が国立民族学博物館でこの種の擬装共同研究をくむ ことは,ま ず無

意味であるとかんがえているのである。 ここでは,共 同研究班は本来の効果をあげる

ような方法で結成 し,運 営 されねばならない。

 共同研究班がほんとうに共同研究 としての成果をあげるには,ど うすればいいか。

その運営にあたっては,さ まざまな注意が必要であろう。なかで も重要なのは,リ ー

ダーの責任であると,わ たしはかんがえている。

 その研究プロジェクトの唱導者がその研究班の主宰者である場合 もあろうし,そ う

でない場合 もあろうが,各 共同研究班はかならず代表者すなわちリ0ダ ーをたてなけ

ればならない。その研究班がうまくゆくかどうかの責任は,か かってその リーダーに

ある。各班の代表者は,そ の責任をよく自覚 して,お おいに努力 していただきたい。
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 逆 に い え ば,共 同研 究 班 と い うの は 研 究 指 導 者 と して の 力 量 の みせ ど ころ な ので あ

る。 研 究 班 の成 功 は,そ の リー ダ ー の 功 績 と して お お い に評 価 さ れ る で あ ろ う し,逆

の こ と もまた い え るの で あ る。 同 時 に,こ の 共 同 研究 班 は,わ が 博物 館 の教 官 諸 君 に

と って は,研 究 的 リー ダ ー シ ップ を 練 磨 す るた め の この上 もな い練 習 場 で あ る。 ふ つ

うの大 学 の研 究 室 な どで は,研 究 上 も タテ の 系 列 が は っき り して い て,と うて い 自 由

に リーダ ー シ ップを 発 揮 す る こ とは で きな い もの で あ る 。 わ が 国立 民 族 学 博 物 館 に お

いて は,教 授 ・助 教 授 はだ れ で も共 同 研 究 班 の代 表 者 と して,リ0ダ ー シ ップ を みが

く ことが で き る。 助 手 諸 君 に は,制 度 上 の 理 由 か ら代 表者 に な る こ とを み と めて い な

い が,各 研 究 班 に お け る幹 部 候 補 生 と して,研 究 班 の リー ダ ー を み な らい,あ る い は

批 判 す る こ とが で き る。 この よ うな 場 面 で リー ダ ー と して の トレー ニ ング をつ んで お

く こ とは,将 来 諸 君 が どの よ うな 研 究 機 関 で は た ら く こ とに な ろ う と も,か な らず 役

に た つ経 験 に な る だ ろ う と,わ た しは 確 信 して い る。

理想的共同研究班 のモデル

 共同研究班の理想的な運営の方途をさぐるための一つのこころみとして,わ たしが

いだいている共同研究班の一つのモデルをつぎにえがいてみよう。

 共同研究班の研究テーマは,十 分によくかんがえられたものでなければならないが,

しかし,初 期においては,細 部まで計画されたものである必要はない。研究の進展 と

ともに,問 題の意外な展開 もあり,そ れがまた共同研究のおもしろさでもあるから,

当初の予定にかたくなにこだわることはない。このへんの進行ぶりは,研 究班の リー

ダーが調整する。

 共同研究班の班員は,そ の研究テーマに興味をもっている人でなければならないが,

その専攻分野はむしろ多岐にわたっているほうがいい。人数は,ご く少数では共同研

究の意味がないし,あ まりにも多人数では運営が事実上不可能になる。まず,最 低5

人から最高20人 というところであろうか。

 研究会の会合は,原 則として毎週一回ひらかれるというのが,ち ょうどいいのでは

ないか。間があきすぎると,研 究意欲をもやしつづけるのがむつか しくなる。研究会

は,原 則として館内でひらかれる。現在は仮庁舎であるために,研 究会の開催にもは

なはだ不便をしているが,や がて本館が完成すれば,共 同研究室もセ ミナ0室 も豊富

に用意されるはずだから,場 所の心配はなくなる。

 研究会は,か ならず予告の掲示がだされなければならない。それは,共 同研究班の

班員以外の館員の臨時の参加を,全 面的に歓迎するためである。つまり,研 究班の会
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合は,館 員に対してつねに公開されていることが必要である。館員は,予 告の掲示を

みて興味を感ずれば,ど の研究会にも自由に出席できるのである。

 研究会に関連 してきわめて重要なことは,班 員は会合に出席しなければならぬとい

うことである。館外からの参加者,と くに東京その他の地方か らの参加者も,で きれ

ば毎週出席 してもらうことがのぞましいが,お そ らくは困難であろうか ら,そ の人た

ちについては特例をもうけて もいい。 しか し,館 内および近畿圏在住者などの,出 席

可能の人は,毎 週かならず出席すべきである。館内の教官についていえば,共 同研究

班に参加するのが義務であるとおなじく,そ の共同研究班の会合に出席するのも義務

である,と いうことである。それは,学 部の教官が講義を担当する義務をもつととも

に毎回の授業をじっさいにおこなう義務があるのとおな じである。研究班への名目だ

けの参加というのはありえない。いろいろな都合はあろうが,研 究会は諸会合に優先

するという原則を,各 人が心のなかにうちたてることがたいせつであろう。研究者は,

とにかく研究会に出席 しなければ駄目だ。

 しかしながら,お もしろくもない会合に長時間クギづけされることは,だ れにとっ

ても苦痛である。研究会はおもしろくなければな らぬ。知的刺激にみちたものでなけ

ればならぬ。アカデ ミックで,し かもおおいに愉快なものでなければならぬ。そのよ

うな気風を醸成するのは,や はり研究班の リーダーの役わりであろう。

啓 発 と 批 判

 研 究 会 の形 式 は もち ろん 各 研 究 班 の 自由 に ま か され るべ き もの で あ ろ うが,お そ ら

くは毎 回,一 人 の発 表 者 の発 表 と,そ れ に つ づ く全 員 の 討 論 とい う形式 が,原 則 とな

る ので は な いか 。

 この討 論 が,も っと も重 要 で あ る。 討 論 に よ って,共 同 研 究 班 の 価 値 が き ま る の で

あ る。 討 論 の機 能 に は,重 要 な もの が 二 つ あ る。 一 つ は 啓発 で あ り,も う一 つ は批 判

で あ る。

 第 一 の啓 発 とい うの は,説 明 す るま で もな い 。他 の研 究 者 の発 言 を き い て,ハ ッ と

啓 発 さ れ る。 研 究 会 とい うの は,研 究 者 の 相 互 の 啓発 の 場 で あ る 。 この 場合,討 論 は

自 由 に お こなわ な けれ ば な らな い 。 こ こに,気 ど りや ポ ー ズ,気 が ね,遠 慮 な ど が は

い って きて は,ま った くお も し ろ くな い 。 討 論 は,一 種 の ブ レー ン ・ス トー ミ ング の

つ も りで お こな わ な け れ ば な らな い 。

 これ に 関 連 して,は な は だ 重 要 な こ とが一 つ あ る 。 そ れ は,他 の メ ンバ ー の発 言 あ

るい は ア イデ ァ を 徹 底 的 に 尊 重 す る とい う こ とで あ る 。 研 究会 の席 上 で,う っか りア
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イデ ア を し ゃべ った ら,さ っさ と ほか の 人 が そ れ を ど こか に か い て しま った,と い う

よ うな こ とが あ って は,だ れ もい いか ん が えを だ さな くな って しま う。 そ れ で は,ブ

レー ン ・ス トー ミ ング は と うて い成 立 しな い。               ・

 これ は,研 究会 に か ぎ らず,日 常 の会 話 に お いて さえ そ うで あ る。 学 問 の 道 に た ず

さわ る もの は,他 の研 究 者 の創 意 ・業 績 に対 して は,徹 底 的 に尊 敬 を は らわ ね ば な ら

な い 。 も し引用 した い場 合 に は,発 言 者 の許 可 を えて,か な らず 名 を あ げ て 引 用 す べ

きで あ る。 大 勢 の 討論 に よ る もの で発 言 者 が 特 定 しに くい場 合 は,か な らず そ の 共 同

研 究 班 の 名 を あ げ て,そ の参 加 者 全 員 に謝 辞 を表 明す べ きで あ る。 従 来 の 共 同 研 究 で,

う ま くい って い る例 は,こ の よ うな一 見 気 のつ か な い と ころで,き び しい ル ー ル が ま

も られ て い るか らで あ る こ とを わ す れ て は な らな い。

 研 究 会 にか ぎ らず,研 究 者 た る もの は,い か な る理 由が あ って も,他 人 の ア イ デ ア,

思 想,文 章 な どを 盗 用 して はな らな い 。 あ る い は ま た,他 人 の業 績 は徹 底 的 に 尊 重 し

な けれ ばな らな い 。 これ は,研 究 者 と して は も っ と も根 本 的 な こ とで あ って,い ま さ

ら こん な こ と を い う の も気 が ひ け るの だ が,学 界 で は とき ど き そ の種 の事 件 が お きて,

新 聞 にで た りす る。 一 ぺ ん これ を や れ ば,研 究者 と して の生 命 は た たれ る ばか りか,

そ の所 属 す る研 究 機 関 の信 用 は ま った く う しな わ れ る。 わが 国立 民 族 学 博 物 館 の 館 員

諸 君 は,当 然 の こ とな が ら,こ の よ うな点 に つ い て は,み ず か らに も っと もきび しい

態 度 を堅 持 して い ただ きた い 。

 研 究 会 に お け る討 論 の第 二 の 機 能 は,批 判 で あ る。従 来 の 日本 の学 界 で は,批 判 を

む しろ さ け よ う とす る気 風 が あ った 。 研 究 機 関 にお い て も,共 同研 究 が実 施 さ れて い

な い場 合 に は,批 判 が お こ なわ れ る場 もな く,各 研 究者 は学 問 的批 判 か ら隔絶 した位

置 に おか れ やす い。 しか し,相 互 の きび しい批 判 な くして,学 問 の研 究 に ど う して 進

歩 が あ りえ よ うか 。 共 同研 究 班 の 討 論 に お い て は,徹 底 的 に批 判 が お こな わ れて もい

い 。共 同研 究 に な れて い な い人 は,そ の よ うな批 判 の 場 に た た され た経 験 もす くな い

だ ろ うか ら,場 合 に よ って は,痛 烈 にた た か れ て 顔 面 蒼 白 に な る とい うよ うな場 面 が

あ らわ れ るか も しれ な い。 しか し,そ れ はや む を え な い こ とで あ る。 研 究 者 とい う も

の は,何 度 もそ うい う経 験 をか さね て,き た え られ,成 長 して ゆ くの で あ る。 温 室 そ

だ ちの,ひ よ わ な学 者 に な って は い け な い。

研究の完了と成果の発表

 共同研究班の会合および討論の経過は,な にかの形で記録されることがのぞましい。

要点筆記,K・J法,そ のほかなんでも,も っとも適 しているとおもう方法で記録を
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とればいい。テープに録音してお くことは,す べての場合に有効であろうとおもう。

 いうまで もないことだが,す べての共同研究班は時限的である。研究が完了すれば,

解散する。継続期間は,も ちろん研究テーマにもよることだが,2年 が標準ではない

かとわたしはかんがえている。1年 では,研 究はまとまりにくい。 しか し,3年 以上

継続 しても,だ らだ らするばかりで,い い成果はでにくいものだ。逆にいえば,2年

でおわるように,は じめの研究計画を設計 しておくのが,共 同研究班運営の要訣か も

しれない。

 研究が完了すれば,当 然その成果を発表しなければならない。その執筆期間をも2

年のうちにふくめるかどうかは,場 合によるだろう。わたし自身は,2年 のうちにふ

くめたほうがいいというかんがえである。3年 目には,あ たらしいくみあわせのメン

バーとともに,つ ぎの課題にとりくむのである。

 成果の発表は,ま とまった研究報告書として単行本で出版してもいいし,あ るいは

雑誌論文 としてばらばらに発表 してもいい。いずれの場合にも,個 々の研究論文はか

ならずその共同研究の成果であることを明記するとともに,執 筆者個人の名も明記 し

なければならないものとわたしはかんがえている。共同研究班を明記せよというのは,

さきにものべたように,研 究会に参加 したメンバー全員を尊重せよということである。

たとえ個人の執筆による論文であって も,そ の執筆者は共同研究班の全員か ら,当 然

おお くの影響をうけているはずである。そのことをあきらかにしておかなければな ら

ない。

 執筆者個人の名を明記せよというのは,そ の論文がその人の学問的業績であること

を確認するとともに,責 任の所在をあきらかにすることで もある。共同研究の成果は,

共同研究の共同性を強調する意味からか,し ばしば共同研究班あるいはその代表者名

で発表されることがある。わたしはそれを,こ のましいこととはかんがえていない。

もちろん,単 行本でだす場合に,編 者に代表者の個人名がでるのはやむをえないし,

連名の論文があってもいい。しかし,著 者の単複にかかわらず,個 々の論文はかなら

ず著者をあきらかに しなければな らない。

各 個 研 究

 つぎに,各 個研究のあり方についてのべる。

 各個研究とは,個 々の研究者が単独でおこなうところの研究である。個人研究 とい

うよび方 もあろうかとおもうが,わ た したちはその名を採用することをさけた。個人

研究 というと,個 人的 ・私的な研究という印象をあたえるか らである。各個研究は,
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一 人 の研 究 者 が 単 独 で お こな う研 究 で は あ るが
,け っ して個 人 的 ・私 的 な もので は な

く,あ き らか に公 務 と して の 研 究 の 一 部 な の で あ る。

 各 個 研 究 の テー マ の 選 択 は,各 研 究 者 の 自由 で あ る。 そ の 研 究 を遂 行 す る方 法 も,

期 間 も自 由で あ る。 そ れ で,わ が 博 物 館 の 教 官 諸 君 の な か に も,各 個 研 究 に つ い て は,

ま った く随 意 の もの で あ って,な ん の 形式 もな く,手 つ づ き も不 要 で あ る と心 え て お

られ た 人 もあ るか も しれ な い 。 しか し,わ た しは そ うは か ん が え て い な か った ので あ

る。

 各 個 研 究 とい え ど も,研 究 は研 究 で あ る 。一 つ の 研 究 とい う こ とは,一 つ の研 究 プ

ロ ジ ェ ク トとい う こ とで あ る。 つ ま り,一 つ の 研 究 テ ー マ に つ い て,明 確 な意 図,目

的 が 存 在 し,方 法 が あ り,実 施 計 画 が あ り,経 費 の 予算 み つ も りが あ る はず の もので

あ る。 そ して,研 究完 了 の 時 期 の 予定 が あ り,成 果 発 表 の方 法 に つ い て も心 づ も りが

あ る はず の もの で あ る。 そ うい う もの が な け れ ば,そ れ は と うて い研 究 プ ロ ジ ェ ク ト

とは い え な い の で は な い か 。

 従 来,個 々の 研 究 者 が か か げ る研 究 テ ー マ とい え ば,か な りお お まか な,漠 然 た る

題 目の もの が お お か った よ うで あ る 。 そ して,そ れ ぞ れ に つ いて,と くに実 施 計 画 や

予 算 を 明 確 に す る とい う こ と もな か った よ うで あ る 。 そ れ は,い ま と りかか って い る

研 究 フ。ロ ジ ェク トとい うよ りは,か な り長期 に わ た る 自分 の研 究 の方 向 を しめす よ う

な もの で あ り,む しろ 専 門分 野 な い しは 関心 領 域 を しめす もの と解 した ほ うが適 当 な

場合 が す くな くな か った よ うに お もわ れ る。

 わ た しは,研 究 者 が 自分 の研 究 につ いて,そ の よ うな お お ま か な方 向づ け を もって

い る こ とは結 構 な こ とだ し,必 要 な ことで もあ る とか ん が えて い る。 わ た しは しか し,

そ れ と と もに,国 立 民 族 学 博 物 館 に お け る公 務 と して の各 個 研 究 につ いて は,各 自 の

研 究 に つ い て 明 確 な プ ロジ ェ ク トの意 識 を も って い な け れ ば い け な い とか ん が えて い

る の で あ る 。

 こ うい うか ん が え方 に も とつ い て,わ が 国立 民 族 学 博 物 館 に お いて は,各 研 究 者 は,

各 個研 究 に つ い て も,そ れ ぞ れ の研 究 プ ロ ジ ェ ク トと して,各 個 研 究 申請 書 を研 究 部

運 営 委 員会 に提 出 して も ら う こと に した ので あ る。 運 営 委 員 会 は そ れ を研 究 企 画 委 員

会 に付 託 して,そ の審 査 を うけ る。 現 在 まで の と ころ,そ の作 業 は まだ 完 了 して いな

い が,そ の 手 つ づ き につ い て の か ん が え 方 は,共 同研 究 の場 合 と ま った くお な じで あ る。

各 個 研 究(つ づき)

各個研究について,も うすこしつづける。各個研究の場合も研究である以上は原則
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として経費を必要とする。各個研究といえども,わ れわれはそれを公務 とかんがえて

いるか ら,そ の研究のための経費は当然公費でまかなわれるはずのものである。

 とはいえ,財 源がなければどうにもならない。その財源は,現 在のところ,教 官あ

たり校費という形で毎年予算化されている費用のうちか らまかなわれることになる。

もちろん,そ のほかの財源,た とえば文部省科学研究費補助金などがこれにあてられ

ることもありえよう。研究企画委員会は,こ れ らの財源のことを考慮しつつ,各 研究

者から提出された各個研究の申請書を,審 査 し,あ るいは助言をおこなうのである。

さきに,各 個研究のテーマもや りかたも各人の自由だといったが,そ の自由は,当 然

のことながら,費 用のゆるす範囲内でという限定がついているのである。

 各個研究については,各 研究者の自由意志をできるだけ尊重 し,そ の研究意欲をお

おいに伸張 してもらうようにはからうべきであろう。各個研究には,研 究会もなく,

特定の義務や制限もない。共同研究班による研究よりは,は るかにゆるやかな枠でか

んがえることができよう。

 しかし,各 個研究といえども,国 立民族学博物館の公式活動 として,研 究企画委員

会が認定した以上は,申 請者にはその研究プロジェク トを遂行 し,完 成させる責任が

あることをわすれてはならない。そのためには,十 分な計画性をもって研究にとりか

かり,着 実にその研究を完成させるように努力しなければならない。漫然ととりかか

っても,研 究はうま くゆ くものではない。失敗したからといって,あ るいは完成でき

なかったか らといって,処 罰されることはないし,単 独の研究であるから,仲 間から

せめられることもない。 しか し,そ れだけに,各 個人の責任感がつよ く期待されるの

である。

 各個研究の場合には,そ のプ0ジ ェク トの数 も,各 人の自由にまかされている。い

くつものプロジェク トを併行的に実施することも,お おいに結構である。 しか し,各

研究者は同時に共同研究班への参加を義務づけられているのである。そのことをかん

がえると,研 究遂行上の時間とエネルギーの配分には,十 分な配慮が必要であろう。

 なお,各 個研究にも当然年限がある。何年かかって もいいようなものだが,2年 を

目途 とするのがもっとも妥当なのではないか という意見がつよい。2年 をこえて,な

お成果がでぬような研究は,そ れ以上つづけて も,も のになるみこみはないという声

もある。わが国立民族学博物館においても,2年 という年限につよくこだわる必要は

ないけれど,ま ずそのへんのところにおちつ くのが常識ではないかとおもわれる。

 くりかえすことになるが,各 個研究については,と くにそのプロジェク ト化を推進

すべきであることを強調したい。従来は,ど の研究機関においても,こ の種の個人単
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位 の 研 究 とい う と,い つ完 成 す る と も しれず,悠 然 とお こな わ れ て い た もの だ 。 悠 然

た る研 究 の よ さ もあ る が,結 果 が な に もで て こな い お それ もあ る。 そ の 経 費 が 公 費 で

ま か な わ れ て い る こ とを か ん が え る と,や は りき っち り とき ま りをつ け るべ き もの で

あ ろ う。 は じめ に か か げ た テ ー マ と,で き あ が った論 文 の表 題 が ちが って いて も,そ

ん な こ とは か ま わ な い 。形 式 は と もか く,わ た しが 強調 した い の は,研 究 者 ひ と りひ

と りの,研 究 に 対 す る心 が ま え の 問題 な の で あ る。

V。 計 画 と 管 理

ス ク リ ー ニ ン グ

 昭和51年 度には共同研究費および共同研究旅費が支出されることになって,共 同研

究の制度化がはじまったことは,さ きにのべたとおりである。本章のはじめにしるし

たように,国 立民族学博物館にとっては,特 別研究が計画研究であるのに対して,そ

れ以外の一般研究は,い わば館内における公募研究である。各教官は,そ れに対して

は,共 同研究であれ各個研究であれ,自 由に名のりをあげることができる。

 そこで,各 自が自由に研究テーマをかかげて,研 究部会議に名のりでたのであるが,

そのとき,教 官諸君のなかには,こ れですべての手つづきが完了したものとかんがえ

ておられた人が,す くなか らずあったようにみうけた。つまり,一 種の,研 究テーマ

の届出制 という理解である。まさかそれ らの研究プロジェク トが,な ん らかの機関に

よって審査されることになるとは,あ まり予想されていなかったのではないか。

 しかしながら,国 立民族学博物館の公式の研究プロジェク トが,各 研究者の届出だ

けで成立するとかんがえるのは,す こしあまいのではないか。それぞれの研究プロジ

ェク トについて,国 立民族学博物館の公式の研究としての妥当性を検討 し,さ らに全

体をみわたして,必 要ある場合には相互の調整をはかるという機能を,な ん らかの制

度によってはたさなければならないのは,あ きらかなことだ。

 とくに,研 究にはすべて費用がともなう。共同研究班一つについて,数 十万円ない

し数百万円の経費をみなければならぬのだ。それが,単 に名のりをあげるだけで もら

えるとかんがえるのは,す こし虫がよすぎはしまいか。 もちろん,科 学研究費補助金

の場合 とちがって,い まの場合は,文 部省はいっさいの審査めいたことをおこなおう

とはしていない。まったく当方を信用 しているのである。その当方が,ど んな研究で

も自由勝手の素どおしというのでは,ち ょっと無責任すぎる。そういうル0ス なや り

かたをしていたのでは,け っきょくは外部からの介入を誘発することにもなりかねな
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い。研究の自由を確保するには,組 織の信用がたいせつである。組織の信用を維持す

るためには,組 織の内部に自己調整装置を自主的に確立 してお く必要があろう。

 研究プロジェク トはすべてスク リーニング(審 査)に かけるというかんがえに対 し

ては,と くにわかい教官諸君のなかに,か なりの抵抗があったようだ。自分たちの自

由な研究が,審 査という手つづきによって,何 か規制ないしは圧迫をうけるのではな

いかという心配か らであろうが,研 究の自由をまもるという点に関してはそのかんが

え方は逆方向をむいている。研究の自由は,空 気のように自然にあるものではない。

われわれの場合,一 応は制度的に保護されているけれども,そ のような保障がいつで

も有効に発動できるようにするためには,わ れわれ自身に積極的な努力のつみかさね

が必要なのだ。自主スクリーニングもなしに,研 究の自由が保障されるとかんがえる

のは,少 々のんきすぎる。だか らこそ,ど の研究機関においても,公 募的研究プロジ

ェク トに対 しては,か ならずスクリーニングを実施 しているのである。

研究企画委員会

 研 究 プ ロ ジ ェ ク トの 審 査 につ い て は,別 の 面 か ら もそ の 意 義 を み とめ るべ き で あ る。

それ は,審 査 を う け る こ と に よ って そ の 研 究 計 画 が 客 観 的 な批 判 と評 価 を うけ る こ と

が で き る,と い う点 で あ る。 研 究 とい う もの は,成 果 だ けで はな く,最 初 か ら,プ ラ

ンの段 階 か ら,批 判 を うけ,評 価 を うけ な けれ ば な らな い もの で あ る。 ス ク リー ニ ン

グ を う け るの を い や が るの は,け っ き ょ くは批 判 や評 価 を さ け た い とい う気 もち につ

なが って い るの で あ る。 そ して そ れ は,独 善 と 「あ ま え」 へ の道 につ なが る もの で あ

る。 わが 国立 民 族 学 博 物 館 にお い て は,そ の よ うな道 は と りた くな い とわ た しは か ん

が え て い る。

 最初に,教 官諸君にそれぞれのプロジェク トの概要を記入してもらったが,そ の用

紙は,あ る国立大学共同利用機関での先例にならって作製 したものである。そのタイ

トルは 「共同研究申請書」,「各個研究申請書」となっていたはずだ。 これは申請書な

いしは提案書(プ ロポーザル)で あって,届 出書ではなかったのだが,そ の点に気づ

かなか った人がおおか ったようだ。研究 というものは,ま ず計画の提案がなされて,

それが審査をうける。そして採否が決定 され,採 択された場合にはじめて実行にうつ

されるのである。現代における研究 というものは,つ ねにそ うい うものであることを

わすれてはいけない。私費でする小規模 の趣味的研究ならしらず,公 共の機関におい

て公共の費用でおこなう研究は,か ならずこの手つづきをふむものとかんがえるべき

である。
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 一つの問題は,審 査機構である。他の機関への申請なら,審 査の結果に対 しては否

も応もないが,組 織の内部での自主審査の場合は,よ ほどうまく審査機構をつ くって

おかないと,有 効に機能 しないであろう。 もし,審 査員が申請者に対 してあまい態度

でのぞむならば,審 査そのものがなれあいの茶番劇に堕 して しまう。それでは組織そ

のものの信用 も維持できない。また,審 査員の審査が厳格であって も,そ れは申請者

たちの納得のゆくものである必要がある。そのためには,審 査員に対する申請者たち

の人間的信頼関係がなければならない。

 わが国立民族学博物館においては,研 究プロジェク トの審査機関として,研 究企画

委員会がおかれることになった。そして,そ の委員 として5人 の教授を選出した。選

出は,研 究部教官全員の投票によった。ただ し,権 威の固定化による弊害をふせ ぐた

めに,委 員の任期は1年 である。その委員会によって,す でに共同研究のプロジェク

トが審査をうけたことは,ご 承知のとおりである。

 この研究企画委員会による研究プロジェク トのスクリーニ ングは,し か し,ふ るい

おとすのが目的ではなく,む しろ,各 人か らのプロポーザルを,で きるだけ効果的に

いかすのが目的である。研究企画委員会の機能 として,研 究プロジェクトの審査にな

らんで,助 言,調 整 という言葉がつかわれているのは,そ の意味か らである。

研 究 計 画 書

 わたしが,国 立民族学博物館の教官諸君に,共 同研究 ・各個研究をとわず,い ずれ

の場合にも,研 究計画書ないしは申請書の提出をきびしくもとめるのは,一 つには,

計画的研究に習熟 して もらうためである。研究というものは情熱がもえあがったとき

に一気にやればいいのであって,数 カ月あるいは一年 もまえか ら,あ たるかあた らな

いかわからぬ研究費のために,知 恵を しぼって詳細な申請書をださねばな らぬとは,

まったくばかばかしい官僚主義ではないか,と いう見方もある。それはそうかもしれ

ない。たしかに,だ れか好事家の大金 もちが,な にかの拍子でわた しどもの研究が気

にいって,ポ ンと研究資金をだして くれるというのなら,こ んな書類は不必要である。

しかし,現 代は,有 限の研究費予算をあぐって,多 数の研究者たちが,そ れぞれの研

究計画をかかげてはげしい競争をおこなっている時代である。 りっぱな研究計画書も

つくれないでは,研 究費を獲得することもできないのである。

 各種の研究費の助成の審査にたずさわってきた経験者の言によると,現 在みられる

研究費の申請書には,で きばえにずいぶん差があるとい うことである。なかには,十

分にねられた研究計画を,よ く納得 できるように表現 した,す ぐれた例もす くなく
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ないが,そ の一方では,ま った くひどいのもあるそうである。ずさんな計画を,き た

ない字でかきな ぐった申請書をよまされると,ほ んとうに腹がたつという。それで,

数百万円,場 合によっては千万単位の金をせしめられるかもしれないと予想する神経

が理解できないと,あ る人はいっていた。 みなれて くると,よ くね られた,り っぱ

な計画 と,ほ んのお もいつきでにわかにつ くった粗雑な計画とは,す ぐ区別がつくそ

うだ。

 わたしは,わ が国立民族学博物館の教官諸君に,り っぱな研究計画書を立案する能

力を要求 しているのである。 実行可能性,い わゆるfeasibilityが たか く,し かも成

果の期待できる研究を,全 体として整合性のある形で立案 し,そ れを説得力のある形

で表現する能力をみがいていただきたいのである。それにはまず,研 究というものを,

計画にしたがって遂行する習慣をつけなければならないだろう。にわか仕立では,そ

ういう能力はでてこない。

 わたしは,こ ういう能力を,国 立民族学博物館の教官のひとりひとりに要求 してい

るのである。だれかが作製した研究計画にのって,や みくもに作業をおこなうだけな

ら,そ れは兵士の仕事である。わたしは諸君に,将 校あるいはす くなくとも幹部候補

生としての能力を要求しているのである。研究計画書ひとつ満足にかけないようでは,

とて も一人前の研究者とはいえないのでないか。

 外部に申請するのならともか く,館 内の研究で,そ れも各個研究にまで,そ のよう

な厳格な研究計画書あるいは申請書の提出を要求するのは,た しかにすこし官僚的と

いう印象 もあるか もしれないが,日 常か らの練習がたいせつである。こういう場合に

もきちんとした研究計画をたてる習慣を身につけてほしいのである。いうまでもない

ことだが,わ が国立民族学博物館における研究計画は,内 輪のものではない。すべて

公の仕事である。その研究に要する経費は,全 額国民の税金である。そのことをわす

れないように。

実 務 的 能 力

 研究計画書の作成ばかりでなく,研 究にはそのほか,さ まざまな事務的な仕事がい

っぱい付随している。研究経費の計算,出 納,事 務局 との折衝,共 同研究者の面倒を

みること,研 究会の手配,研 究資料の作製 と配布,研 究会記録の作成,コ ピーの配布

など,い わゆる事務的な仕事は無数にある。そのうちのある部分は,管 理部の共同利

用係その他の事務官がやって くれる。しかし,や はりかなりの部分は,研 究部の教官

自身でや らねばな らぬのである。 これ らの仕事は,伝 統的に,「 雑用」 と称して,教
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官たちのもっともきらうところのものとなっている。しかし,こ の種の 「雑用」をき

らっていて,ど うして研究ができようか。

 自分は事務的能力がとぼしいか ら,そ の方面の仕事はだれかそういう能力のある人

にやってもらって,自 分は研究だけに専念 したい,と いうかんがえの人がときどきあ

る。これはしかし,言 語道断のひどい思想だといわねばならぬ。研究に関連する0切

の 「雑用」は,す べてだれかにおしつけておいて,自 分はそのあまい汁だけをすおう

というのである。なんという狡猜で傲慢な精神であろうか。

 事務的能力はないが研究はすぐれているというのが,あ る時代には,超 俗的な学者

のイメージとして尊重された時代はあった。現代ではしかし,そ ういうポーズをとっ

て,事 務的な仕事を回避 しても,他 人は勝手なわがままとおもうだけである。自分の

研究能力を楯にして 「雑用」を免除 してもらおうというかんがえは,い かにもあまい。

いわゆる 「雑用」ができないというのは,今 日においては,研 究能力がないというに

ひとしい。

 研究とは,今 日においては一つの実務である。たしかな実務能力がなければ,と う

てい研究などという高級な仕事をこなすことはできないはずである。国立民族学博物

館の教官諸君に対 して,わ たしは,す ぐれた実務的感覚をやしなうことを要求 したい。

せまい意味での研究能力  つま り,あ る種の学術的情報をくみたてる能力だけでは,

どうにもならぬのである。その種の特殊化された能力をほこることは,た とえてみれ

ば戦国の世における孤独なる剣士のようなものである。戦略戦術の重要性を理解する

こともなく,た だひたす らに個人的格闘術の技量をたのんで,そ れで戦争にかてると

おもっているようなものである。わたしは,国 立民族学博物館の教官諸君には,宮 本

武蔵のような個人的格闘師になってもらいたいとはのぞんでいないのである。

研究 マネー ジメ ン ト

 くりかえしいうが,共 同研究と各個研究とをとわず,研 究には計画性がなければい

けない。そして,研 究はその研究計画に したがって実行されなければならない。研究

者には,研 究計画能力と,研 究実施能力が要求されるのである。

 国立民族学博物館の教官諸君は,研 究 を設計する能 力とともに,そ の研究を現実に

遂行 し,終 着点すなわち成果の発表にまでもってゆく能力をや しなうことを心がけて

いただきたい。それは,雑 用をいとわず,事 務をこなす能力であると同時に,さ らに

高度の,い わば研究をマネージする能力である。研究経営の能力である。研究者は同

時に経営者でなければな らないのである。
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 研 究 マ ネ ー ジ メ ン トの能 力 は,共 同研 究 に お いて 特 に要 求 され るが,各 個 研 究 にお

い て も必 要 な こ とは お な じで あ る。 む しろ,自 分 ひ と りの こ とは 自 由が き くだ け に,

自 己管 理 の ほ うが む つ か しい か も しれ な い。 いず れ にせ よ,い か に ち い さ な組 織 で あ

って も,た とえ 数 人 の研 究者 か らな る共 同研 究班 で あ って も,あ る い は単 独 の研 究 者

に よ る各 個 研 究 で あ って も,研 究 に はか な らず研 究管 理 が と もな う。 た しか な経 営 感

覚,マ ネ0ジ メ ン トの能 力 が な けれ ば,今 日の 研 究 は な りた た な い の で あ る。

 研 究 の仕 事 は,ち ょっ と登 山 にに て い る。 目標 の 山 を え らび,登 路 を 検 討 し,日 程

を たて る。 研 究 計 画 は この 段 階 に対 応 す る。旅 行 資 金 を 用 意 し,必 要 な 道 具 を 調 達 し,

食 糧 品 をか い と と の え る。 そ して い よい よ行 動 開 始 だ 。 これ が 研 究 遂 行 の 段 階 に あた

る 。 これ らの仕 事 は,ア ラ イ ンゲ0エ ン(単 独 行)か パ ー テ ィか に関 係 な く,ど う し

て もや らな け れ ば な らな い こ とだ。 複 数 の登 山者 か らな るパ ー テ ィ の場 合 は,か な ら

ず リ0ダ ー シ ップ が確 立 して い な け れ ば な らな い。 リ0ダ0は,パ ー テ ィ全 員 の健 康,

コ ンデ ィ シ ョ ンに 留 意 し,食 糧 ・燃 料 な ど の消 費 状 況 を調 整 しつ つ,じ り じ りと こと

を す す め て ゆ か ね ば な らな い。 無 事 登 頂 に成 功 で き る か ど うか は,ま った くこれ らの

マ ネ ー ジ メ ン トの努 力 に か か って い る。 岩 壁 登 肇 技 術 だ け で は登 山 は成 功 しな い ので

あ る。

 あ るい は ま た,研 究 は む しろ学 術 探 検 隊 に に て い る と もい え る 。学 術探 検 そ の もの

が,一 つ の 大 規 模 な 研 究 活動 で あ る こ とを お もえ ば,そ れ は 当 然 か も しれ な い 。 そ の

と き,探 検 隊 員 の な か に,事 務 不得 意 の人 が い て,探 検 計画 の 立 案 も,煩 雑 な準 備 も,

面 倒 な 現 地 交 渉 も,い っ さい で きな い とい う こ とに な る と,ど うい う こ とに な る か 。

そ の 人 は,い か に 専 門 分 野 の 知 識 が ふ か くて も,こ の 種 の 仕 事 に は む か な い,と い う

ことで あ る。 つ ま り,探 検 隊 員 と して 無 能 で あ る とい う こ とで あ る。 お な じよ うに,

マ ネー ジ メ ン トの ま った くで きな い 人 は,研 究 者 と して は 無 能 で あ る と し るべ きで あ

る。

 じつ は,登 山 に もい ろ い ろ あ って,な か に は戦 闘 的 アル ピニ ズ ムを き らって,ひ と

り,ひ そや か に低 山 を遣 遙 す る と い うス ク0ル が あ る。 き っち り とき ま った 計 画 もな

く,あ て もな くあ る き まわ る た の しみ は,ま た 格 別 で あ る。 しか し,自 分 はそ の よ う

な や りか た で た の し く研 究 をや りた い のだ とい う研 究 者 が あれ ば,そ れ は ま ちが って

い る。 ア マ チ ュア研 究 家 が,自 分 の個 人 財 産 をつ か って 学 問 を エ ンジ ョイ しよ う とい

うの な ら,そ れ もよ し。 しか し,全 額 国費 で ま か な わ れ る研 究 を業 務 とす る 国家 公 務

員 と して は,そ の よ うな低 山遣 遙 趣 味 で は とお らな い で あ ろ う。第 一 級 の 困難 な ピー

ク に対 して,計 画 的 に,し か も果 敢 な攻 撃 を しか け るほ か は な い 。 しか し,た の しみ
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とい え ば,そ の よ うな 戦 闘 的 ア ル ピニ ズ ム に も,ひ そ や か な よ ろ こび が か くさ れ て い

ない わ けで は な い こ と も,し って お か ね ば な るま い 。学 問 の た の しみ とい うの は,む

しろ こ ち らの ほ う に ちか いで あ ろ う。

 た しか に,個 人 の才 能 の差 が あ るか ら,す べ て の 研 究 者 が 卓 越 した マ ネ0ジ ャー で

あ る こ とは期 待 で き な い。 しか し,研 究 者 た る も の は,す くな くと もそ の 能 力 を 身 に

つ け る よ うに努 力 し,ま た,そ れ らの仕 事 につ いて 理 解 を ふか め な け れ ば な らな い の

で あ る。

研究報告の作成

 最後に,研 究成果の発表についてのべる。研究成果を発表することの重要さは,い

くら強調 しても強調 しすぎということはない。

 わが国立民族学博物館においては,共 同研究であると各個研究であるとをとわず,

研究テーマを登録した以上は,担 当の研究者はその研究成果について公表する責任が

あるものと了解されたい。学術研究のことであるから,役 所の報告書のように,期 限

つきで報告書提出を義務づけた りすることには,わ たしは賛成しないが,す くなくと

も研究計画をかかげてそれについて研究費の支出をえた以上は,そ の成果を社会に公

表する道義的責任はあろうというものだ。

 研究報告を作成する能力については,わ たしは卒直にいって,現 在の館員教官諸君

をあまりたか く評価していない。もっともっと,学 術論文あるいは調査報告などの学

術情報の作成に習熟するよう,努 力すべきである。

 昔風の学者には,い っこうに論文をかかないで,じ つはたいへんえらいと評判され

ている人が ときどきあった。何 もかかない人がえ らくみえるという現象さえあった。

しかし,現 代的アカデ ミズムの確立を目ざすならば,そ のような風潮には同調するこ

とはできない。研究者は研究成果を発表すべきである。それによってのみ,そ の研究

者の評価がおこなわれるのであるから。研究は評価をうけなければならない。評価を

うけるYT `め には,発 表 しなければならない。発表しないということは評価の拒否であ

り,評 価か らの逃避である。

 ある大学では,わ かいうちに論文をか くことを,む しろ制限する気風があるときく。

わたしは,そ れはよくないとおもう。自分は片々たる論文をかきたくない,年 をとっ

てからおおきな研究をまとめあげるのだ,と いうひとがある。 しか し,わ た しはそう

いう話をあまり信用しない。文学の世界では,『 風とともに去 りぬ』をかいたマーガ

レット・ミッチェルのように,一 生にただ0つ の大作,し かも名作をのこしたという
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人 もあ る が,学 問 の世 界 で は そ うい う こと は あ りえ な いで あ ろ う。 論 文 ・報 告 類 を た

く さん か く こ とに よ って,腕 が あが る ので あ る。 練 習 も しな いで,い きな り大 作 ・名

作 が で き るわ けは な い 。不 断 の練 磨 とい う こ との ほか に,さ き に のべ た とお り,不 断

の批 判,不 断 の評 価 を うけ る とい う こ とが た いせ つ な の で あ る。 そ のた め に も,評 価

を う け る資 料 と して,た え ず学 術 的文 章 をか か ね ば な らな い ので あ る。 い うまで もな

い こ とだ が,わ た しは,内 容 の うす い論 文 を 量 産 せ よ な ど とい って い る の で は な い。

つ ね に批 判 に身 を さ らせ と い って い るの で あ る。 内 容 の 濃 度 は,お の ず か らあ き らか

で あ る。

みがかれざる玉

 この章をおわるにあたって,す こしいいたいことをいわせてもらう。

 国立民族学博物館の創設以来,現 在までに,す でに四十数人の教官の着任をえて,

わた し自身それ らの人たちと2年 にわたってふかい交際をおこなった。その交際によ

ってえ られた印象をのべると,さ すがに運営協議員諸氏の推挙によって全国の大学そ

の他の研究機関か らうつってこられた人びとである。まぎれもない知的エ リー トであ

り,研 究者 としての素質については,ま ず疑問の余地はないと,わ た しは観察 してい

る。

 しかし,い ま一歩ふみこんで,わ たしの率直な印象をのべると,そ のす ぐれた素質

にくらべて,な んという訓練の不足であろうか。一言にしていえば,わ が博物館の教

官諸君は,学 術研究者としてはunpolishedな のである。玉石混交 という言葉がある

が,玉 か石かといえば諸君はたしかに玉であると,わ た しとしてはいわざるをえない。

しかし,い うならば,み がかれざる玉である。 「金剛石もみがかずば,玉 の光もそわ

ざらん」という歌があるが,い まのわが博物館の教官諸君には,原 石のままでまだ十

分に玉の光を発するにいたっていないという感 じの人がす くなくない。素質はあるか

ら,み がかぬままでも平均的研究者 としては通用するようになるかもしれないが,す

こしみがけば,は るかに光をはなつようになるものとおもわれるのである。

 具体的に,ど ういう点かというと,た とえばさきほどから話題にしているような諸

能力である。研究プロジェク トを設計する能力,あ るいは研究を実施するにあたって

のマネージメントの能力などは,ほ とんどの人が訓練をうけたこともな く,ま ったく

未開発であるようにみうけられる。また,正 確でわか りやすい学術的文章をか く能力

なども,十 分にみがかれているとはとて もいいがたい。文章によると口頭によるとを

とわず,発 表能力にとぼしいのは,日 本人全体の欠陥であろうが,研 究にたずさわる
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もの は,こ の能 力 を と くに 十分 に練 磨 して お か な け れ ば な らな い。

 ど う して こん な こ とに な って い る の か。 い ろ い ろ き い て み る と,今 日 の 日本 の大 学

で は,わ か い 研 究 者 に 対 して,こ の種 の 訓練 を 意識 的 に課 す とい う こ とが ほ とん ど な

い らしい 。 論 文 の か き方 の 指導 さ え も,あ ま りお こな わ れ る こ とが な い とい う。 つ ま

り,ま るで 野 ぱ な しな の だ 。粗 野 な の も無 理 は な い 。 こ うい う点 に も,わ た しは現 代

の 日本 の 大学 の退 廃 の一 端 を み る お もい がす る 。 そ れ は も う,研 究 者 の養 成 機 関 と し

て は,効 果 的 に 機能 しな くな って しま って い る の で は な いか 。

 そ こで,わ が 国 立 民族 学 博 物 館 は,い や お うな しに,わ か い研 究 者 た ち のた めに ア

カ デ ミ ック な再 訓練 を こ こで お こな わ な け れ ば な らな くな って い る のだ 。 国 立 民 族 学

博 物 館 は,研 究 を 実施 す る実 践 機 関 で あ る と 同時 に,研 究 の トレー ニ ング を お こ な う

訓 練 機 関 と して も機 能 しな け れ ば な らな い。 わ が博 物 館 の教 官 諸 君,と くにわ か い 研

究者 諸 君 は,み ず か らの ア カデ ミ ック な能 力 を過 信 す る こと な く,こ の 国立 民 族 学 博

物 館 に 就職 した こ とを も って,あ る意 味 で は,ア カデ ミ ック ・ トレー ニ ング の た めの

研 修学 校 に入 学 した く らい の心 が ま え を も って ほ しい。 わ た しも また,ト レー ナ ー と

して,あ る い は訓 練 学 校 の校 長 と して,覚 悟 を き め な け れ ば な らな いか とお も って い

る 。 成功 す る か ど うか わ か らな い が,こ の方 向で 努 力 して み よ うで は ない か 。

VI.共 同 利 用

国立大学共同利用機関

 国立民族学博物館は,国 立大学共同利用機関の一つである。それは,広 義における

国立大学の枠内の機関であり,一 般の国立大学,と くにその附置研究所とはおお くの

点において共通性をもつ。前章までは,主 としてその共通性に力点をおきつつ,国 立

民族学博物館における研究活動のあり方についてのべてきた。つぎに,こ の章では,

むしろ国立大学などの一般の研究機関との相違点に注目しつつ,国 立民族学博物館の

研究活動の特質をのべよう。

 なんどもくりかえすが,国 立民族学博物館は国立大学共同利用機関の一つである。

国立大学共同利用機関の性格については,す でに理解が十分にゆきとどいていること

とはおもうが,念 のため要所要所でその復習を くりかえ しなが ら,話 をすすめたいと

おもう。

 国立大学共同利用機関というのは,全 国の国立大学その他の大学の研究者に共同し

て利用させることを目的として設置されたものであって,そ の 「共同利用」を目的 と
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しているという点で,通 常の国立大学あるいはその附置研究所 とは,い ちじるしく性

質のちがう研究機関なのである。

 もっとも,共 同利用というかんがえかたは,国 立大学共同利用機関の制度が発足す

るまえか らあった。実験装置の巨大化など,研 究規模が大型化するにともなって,設

備の集中化と共同利用化の必要がおこってきたので,従 来の国立大学附置研究所のほ

かに,国 立大学附置共同利用研究所の制度がはじめ られたのである。

 しか しなが ら,研 究が一そう大型化すると,予 算 ・人員とも,と うてい一大学では

あつかいきれなくなる。それに,共 同利用をたてまえとすると,そ の管理運営を一つ

の大学だけの都合にまかせるわけにはゆかない ことは当然である。そこで,そ の大学

以外の研究者をそれに関与させなければならなくなるわけだが,そ うなるとこんどは,

大学内部の機関の管理運営に外部の人間が参加することになって,伝 統的な大学自治

の慣行にあわない点がでて くる。そのような事情か ら,共 同利用研究所をむ しろ特定

大学に附置せずに,独 立させようというのが,国 立大学共同利用機関の発想であった。

だからこれは,特 定の大学に附属 しないところの国立大学附置研究所だとかんがえて

もいい。

 管理運営に外部の人が関与してくるという点が,ふ つうの国立大学の研究所 とたい

へんちがうところである。国立民族学博物館の場合では,評 議員 と運営協議員 という

制度がそれである。評議員は国立大学の学長その他の学識経験のある者のうちから文

部大臣が任命し,運 営協議員は,一 部は博物館の教官から,一 部は博物館の目的たる

研究と同一の研究に従事する国立大学の教員その他の者のうちから,や はり文部大臣

が任命することになっている。現実には,運 営協議員は,全 国の国 ・公 ・私立の大学

で民族学およびその関連領域の研究を担当している現職の教授のなかからえらばれて

いる。

 評議員は,博 物館の事業計画その他の管理運営に関する重要事項について館長に助

言をおこない,運 営協議員は,共 同研究計画に関する事項その他の博物館の運営に関

する重要事項で館長が必要とみとめるものについて館長の諮問に応じる,と いうこと

になっている。評議員会議,運 営協議員会議の二つが,ふ つうの大学の附置研究所に

おける教授会の役わりを事実上遂行 して しまうので,わ が国立民族学博物館には,自

治機構 としての教授会 というものは存在 しない。従来の大学の運営機構になれた人の

目には,こ れははなはだ奇異なこととうつるかもしれないが,こ の点こそは国立大学

共同利用機関の特徴の一つである。他の国立大学共同利用機関のなかには 「教授会」

という名まえのものを設置している例はあるが,そ れは所長の諮問機関であって,大
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学における教授会とは性格がちがう。国立大学その他の大学の共同利用 ということを

みとめるとすれば,こ れは当然の論理的帰結であろう。

共同利用 とい うこと

 こういうわけで,国 立民族学博物館というのは全国の民族学研究者に対 してひらか

れた共同利用機関なのであって,そ の点は,自 律的 ・自己完結的な従来の国立大学お

よびその附置研究所とは性格がちがうのである。ここに赴任 してきた教官諸君 も,単

なる国立大学ないしはその附置研究所の一つに職をえたとかんがえてもらってはこま

る。乙の機関には,全 国の研究者の共同利用のための機関という性格があることを,

わすれることはできない。また,館 外の研究者諸氏にも,こ の博物館の創設をもって,

従来の大学ない しはその附置研究所と同格 ・同性格の研究機関がまたひとつ増設され

たにすぎない,と いうふうにはみてもらいたくないのである。全国の研究者諸氏の共

有財産として,お おいに共同で利用していただかねばならないのである。館員諸君 も,

全国の研究者諸氏にむかって,つ ねにその点を強調し説明する努力をおこたってはな

らない。

 それでは,共 同利用の内容として現実にはどのようなことがかんがえられているの

であろうか。国立大学共同利用機関における共同利用 とは,ど ういうことをいうのか。

それについては,国 立学校設置法のなかの 「国立大学共同利用機関」の項をみても,

格別の規定はない。また,国 立民族学博物館における共同利用というのは,ど のよう

なことをいうのか。それについても 「国立民族学博物館組織運営規則」などにも,格

別の規定はかかれていない。 しかし,「 民族学研究博物館に関する調査会議」が作成

した 「基本構想」のなかには,こ の問題について,明 確な説明がある。すなわち,

 「内外の諸研究機関,研究者に対 し,当館の研究施設を公開し,その利用に供する」

というのである。要するに,当 館の館員以外の研究者にも公開されるということであ

るが,そ の場合,博 物館としての展示そのものは,一 般公衆の観覧のために公開され

ているのであるか ら,こ こでいうところの共同利用の内容をなす ものではない。 ここ

でいう共同利用 とは,も ちろん,研 究者のための,研 究施設および資料の公開のこと

である。

 したがって,こ の意味での共同利用者には,研 究者 としての一定の資格が要求され

ることはいうまでもない。また,研 究施設および資料利用のために,所 定の手つづき

をとってもらわねばならない。 この点は,国 立民族学博物館の特殊性というよりは,

一般に国立大学共同利用機関全部に通ずる共通の問題でもあるだろう
。
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 国立民族学博物館が整備すべき研究施設および研究資料としては,当 初からきわめ

て大規模のものが計画され,現 実に着々と整備されつつある。世界諸民族に関する大

量の標本資料を収容 した収蔵庫はいうまでもないが,そ のほかに,民 族誌,民 族学図

書,HRAFそ の他の文献資料をそなえた充実 した専門図書館,映 像 ・音響資料のた

めのライブラリーおよびスタジオ,高 度の情報検索能力をもつ電子計算機など,研 究

者に公開されたあかつきには,わ が国の民族学の研究の発展におおきな効果をもた ら

す ことになるだろう。

 これらの研究資料,学 術情報を管理するために,国 立民族学博物館には情報管理施

設 という部署がおかれている。それは,資 料室および技術室の2室(課)よ りな り,

主として技官および事務官によって業務がおこなわれているが,こ との性質上a研 究

部との関係がきわめて密接で,相 当数の教官は情報管理施設に兼務を命ぜ られている。

 このような施設 ・資料の共同利用のことをかんがえると,国 立民族学博物館には0

面では情報センタ0的 性格があり,研 究業務以外にある種のサービス業務 もおこなわ

ねばならないことはいうまでもない。したがって,わ が国立民族学博物館の館員諸君

には,一 種のサービス機関の従業員としての自覚がなにほどかは必要である。しかし,

ここでは研究のありかたが話題の中心であるので,サ ービス業務についてのかんがえ

方は,別 の機会にのべることとしたい。

民族学研究 センター

 文部省学術国際局の作製にかかわる 『我が国の学術』一 いわゆる 「学術白書」一

のなかの 「国立大学共同利用機関」の項には,つ ぎのような説明がある。この型の研

究所が特色を発揮する分野として,つ ぎの三つがあげられている。

 1. 巨大な施設設備を必要 とする分野。

 2. 当該分野の研究者が特定大学に集中しておらず全国的に多数散在 しており,特

  定大学に附置することが不適当な分野。

 3.学 際的な研究のためおお くの専門的研究者による総合的共同研究が必要な分野。

既設の例でいうと,高 エネルギー物理学研究所は1の 例であり,国 文学研究資料館は

2の 例であろう。国立極地研究所は3の 例とかんがえ られる。それでは,国 立民族学

博物館はどの例になるか。

 わたしは,そ れは1の 場合にあたるとかんがえている。博物館の施設,そ の収集資

料は,高 エネルギ0物 理学研究所における陽子加速器などとはタイプはちがうが,巨

額の投資を必要 とするものである点ではおなじである。国立民族学博物館が人文系に
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おけるビッグ ・サイエンスであるといわれるのも,そ の意味であろう。

 それだけ巨大な施設をつ くっても,そ れが単に全国の研究者たちの共同利用にまか

されるという,い わば受身のものであるな らば,そ こに多数の優秀な研究者を専任教

官 として配置するということはあま り意味がない。じつは,国 立大学共同利用機関は,

単に受動的に共同利用されるだけでな く,一 歩をすすめて,共 同利用を通じて,全 国

の研究者による研究の推進力になるという使命をおわされているのである。さきに引

用 した 「学術白書」において も,国 立大学共同利用機関について,「 この研究所のね

らいは,全 国の大学の硫究者の共同研究の中心となって,学 術研究をすすめる」 こと

にあると説明されている。

 国立民族学博物館について も,そ れは単に全国の研究者諸氏の共同利用をまつとい

う受動的性格のものではない。共同研究その他の活動を通 じて,わ が国の民族学研究

を推進 してゆくための,強 力な機関車であらねばならない。そのことも,す でに調査

会議による 「基本構想」のなかに明記されている。 すなわち,「 民族学研究の格段の

進展をはかるためには,そ の中枢となる研究セ ンター的機関を設置 し,そ こに全国の

大学を中心 とする研究者の協力体制を確立 して先端的な研究をおこなわせる必要があ

る」 とのべ られているのである。

 国立民族学博物館は,ま さにそのような必要性にもとついて設置されたものである。

それは,日 本の民族学研究の中枢 となる民族学研究センターであり,全 国研究者の協

力体制のもとに先端的な研究をおこなう先導的役割をもった機関でもある。国立民族

学博物館に勤務する館員諸君,と くに研究部の教官諸君は,こ のことを十分に承知 し

ておいていただきたい。 ここは,単 に大学の研究室類似の研究機関のやや大規模なも

のができて,そ こで通例の研究に従事 していたらいい,と いうのとちがうのである。

ここの博物館における研究者は,全 国研究者の協力体制の中心的役わ りをはた し,民

族学研究に 「格段の進展」をもたらさねばならぬ という責務をおわされているのであ

る。それによって,日 本の民族学の水準を飛躍的な段階にたかめなければな らないの

である。そのために,日 本国家はここに巨額の国費を投入 したのである。国民の委託

をうけた研究者集団 としての自覚にたって,わ れわれはその責務の遂行をはか らねば

な らない。

将来にむかって

 国立民族学博物館は,あ たらしい型の研究所である。国立大学共同利用機関そのも

のが,制 度化されてからまだ5年 しかたっていない。あたらしい型の研究機関である
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だけに,さ まざまな新機軸をうちだす ことができる。国立民族学博物館に赴任 してき

た館員諸君は,す でにこの研究機関において,従 来の大学の学部や研究所などではか

んがえることもできないような,あ たらしい,大 胆なこころみが採用されているのを

みて,あ るいはおどろきを感じておられるかもしれない。今後もますます,あ たらし

いこころみが実行にうつされることになるであろう。

 大学というところは,日 本における学術研究の最大の機構 としておおきな実績をあ

げてきた。その研究運営の方式 にしても,さ まざまなよき伝統を確立 してきている。

われわれは,大 学連合機構の一翼をになうものとして,そ のかがやかしい伝統の正統

的継承者でありたいとおもう。同時に,年 月とともに大学にはそれ相当の旧弊 も発生

している。研究を格毅に推進 しようとするとき,そ れはしばしばおおきな障害になる。

しか し,そ れを改革することは,そ の機構の巨大さと伝統のつよさにはばまれて,ほ

とんど不可能のようにみえる。その点,わ が博物館のような国立大学共同利用機関は,

大学ほどの巨大さもなく,伝 統もない。かな り自由に,あ た らしいこころみを くりか

えしやってみることもできる。その利点をいか して,わ れわれの国立民族学博物館で

は,大 学の長所はうけつぎ,余 弊は排除 しつつ,効 率的な研究機関になってゆきたい

ものとかんがえる。日本の学術研究機関,と くに人文科学系の研究所については,国

内的にも国際的にも,し ばしばきび しい批判があびせ られているが,そ のなかにあっ

て,わ が国立民族学博物館は特別に学問的生産力のたかい機関として,国 際的批判に

もたえられるものになりたいと念願 しているのである。

 わが国立民族学博物館は,あ たらしい機関であり,そ こでおこなわれていることも,

従来の大学のやりかたとちがった点がす くなくない。それで,す でに全国的に,さ ま

ざまな点で話題になっているようである。賞讃あるいは激励の言葉もおおいが,き び

しい批判あるいは中傷にちかいとおもわれる言葉も,と きにはわれわれの耳にまでき

こえてくる。館員諸君のなかには,そ のような評判をたいへん気にしている人もある

ようだが,わ たしは気にすることはないとおもっている。たいていは,こ のあた らし

い研究機関に漏する理解の不足からくるもので,あ と数年もすれば,よ く理解 して も

らえるはずのものである。いまは,わ れわれ館員0同 が理想をみうしなうことなく,

着実に努力をつみかさねるべきときである。

 この国立民族学博物館を,現 代における理想的研究機関にそだてあげるために,管

理部および情報管理施設に属する事務官や技官の諸君 も,一 生懸命である。 しか し,

研究機関の主役は,な んといっても研究部に属する教官である。教官諸君の,い っそ

うの自覚と努力とを期待したい。
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